
- 1 -

第５回 栗原地域合併協議会

日 時 平成１５年１０月９日（木）

午後２時００分

場 所 高清水町民体育館

会 議 次 第

１ 開 会

２ 委嘱状交付

３ 挨 拶

４ 会議録署名委員の指名

５ 協議事項

協議第１３号 地方税の取扱い（その１）について

協議第１４号 条例、規則等の取扱いについて

協議第１５号 納税関係事業について

６ 提案事項

協議第１６号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて

協議第１７号 消防団の取扱いについて

協議第１８号 町村立学校（園）の通学区域の取扱いについて

協議第１９号 消防防災関係事業について
協議第２０号 建設関係事業について

協議第２１号 新市建設計画(第１章 序論 第２章 新市の概況)について

７ そ の 他

８ 閉 会



協議第１６号 
 

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 
 
 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 

平成１５年１０月９日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

 
 １０町村の農業委員会は、平成１７年７月１９日までは、農業委員会等に関

する法律第３４条第１項の規定を適用し、新市の農業委員会として存続する。 
その後１つの委員会を置き、選挙による委員の定数については４０人以内と

する。 
 なお、選挙による委員定数及び選挙区設置については、附属機関に付託し、 
協議会で決定する。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日確認 



協　定　項　目 関　係　項　目

項　　　目 築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 計

１.農業委員の定数

　　委員の構成 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数

　・選挙による委員 　　１０　　　　１０ 　  １２　　　　１１ 　  １２　　　　１２ 　　１０　　　　１０ 　　１０　　　　１０ 　  １２　　　　１２ 　　１０　　　　１０ 　　１０　　　　１０ 　  １２　　　　１２ 　　１０　　　　１０ 　１０８　　　１０７

　・法１２条１号委員 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　２０　　　　２０

　・法１２条２号委員 　　　５　　　　　２ 　　　５　　　　　２ 　　　５　　　　　１ 　　　５　　　　　１ 　　　５　　　　　１ 　　　５　　　　　１ 　　　５　　　　　１ 　　　５　　　　　２ 　　　５　　　　　２ 　　　５　　　　　１ 　　５０　　　　１４

計 　  １７　　　　１４ 　　１９　　　　１５ 　　１９　　　　１５ 　　１７　　　　１３ 　　１７　　　　１３ 　　１９　　　　１５ 　　１７　　　　１３ 　  １７　　　　１４ 　　１９　　　　１６ 　　１７　　　　１３ 　１７８　　　１４１

２.農業委員会委員の任期

　・改選日 平成１４年７月２０日 平成１４年７月２０日 平成１４年７月　７日 平成１４年７月　７日 平成１３年３月１８日 平成１４年７月２０日 平成１４年７月２０日 平成１５年４月　１日 平成１４年７月２０日 平成１４年７月２０日

　・任期満了日 平成１７年７月１９日 平成１７年７月１９日 平成１７年７月１９日 平成１７年７月１９日 平成１６年３月３１日 平成１７年７月１９日 平成１７年７月１９日 平成１８年３月３１日 平成１７年７月１９日 平成１７年７月１９日

３.農業委員会選挙委員
　 の定数基準

　・区域面積（ha) ６，３６９ ５，２５６ ２４，４３６ ２，３４５ ８，７５８ ２，９２８ ３，７２３ ７，８４５ ３，０８８ １５，８９０ ８０，６３８

　・農地面積（ha) ２，２８０ ２，７３０ 　３，４６０ １，０８０ ２，４３０ １，４００ 　　６１４ ２，３００ ２，０６０ 　　　４３１ １８，７８５

　・基準農業者数
　（１０a以上耕作者）

１，３１１ １，６９７ 　２，０８５ 　　６５１ １，４３１ 　　５８８ 　　４３４ １，３１５ １，１４６ 　　　２７８ １０，９３６

　　選挙人名簿登録世帯
数

１，３１０ １，６９７ 　２，０８０ 　　６５０ １，４２８ 　　５８８ 　　４３４ １，３１４ １，１４５ 　　　２７８ １０，９２４

　　農業生産法人数 　　　　１ 　　　　０ 　　　　　５ 　　　　１ 　　　　３ 　　　　０ 　　　　０ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　　０ 　　　　１２

　・被選挙人人数 ３，６６４ ４，２８０ 　１，８８３ １，７２９ ３，５１６ １，７１３ １，３９７ ３，９６４ ２，８２５ 　　　７５６ ２５，７２７

４．農地法届出処理件数 平成１４年度実績

　　第３条関係 　　　５５ 　　１００ 　　　　９１ 　　　１３ 　　　５２ 　　　２７ 　　　１９ 　　　４５ 　　　７１ 　　　　　３ 　　　４７６

　　第４条関係 　　　　８ 　　　　４ 　　　　　６ 　　　　１ 　　　　４ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　５ 　　　　９ 　　　　　２ 　　　　４３

　　第５条関係 　　　４８ 　　　２２ 　　　　２１ 　　　　０ 　　　３０ 　　　　６ 　　　　１ 　　　１５ 　　　　８ 　　　　１０ 　　　１６１

　　第２０条関係 　　　１４ 　　　１９ 　　　　　９ 　　　　０ 　　　３３ 　　　１１ 　　　　０ 　　　　７ 　　　１８ 　　　　　１ 　　　１１２

　　　　計 　　１２５ 　　１４５ 　　　１２７ 　　　１４ 　　１１９ 　　 ４６ 　　　２２ 　　　７２ 　　１０６ 　　　　１６ 　　　７９２

　その後１つの委員会を置き、選挙による委員の定数については４０人以内とする。

　なお、選挙による委員定数及び選挙区設置については、附属機関に付託し、協議会で決定する。

農地面積：宮城県農林水産統計年報（平成１４年）　　基準農業者数：各町村農業委員会調べ

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

栗原地域合併協議会の調整方針

　農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い

専門部会名（産業部会）　　分科会（農業委員会分科会）　№-1

調整の方針・内容

　１０町村の農業委員会は、平成１７年７月１９日までは、農業委員会等に関する法律第３４条第１項の規定を適用し、新市の農業委員会として存続する。



協議第１６号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 「参考資料１」 

 

〔農業委員会の設置〕 

○ 農業委員会等に関する法律（抜粋） 

  （設置） 

第３条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地（以下「農

地」という。）のない市町村には、農業委員会を置かない。 

２ その区域が著しく大きい市町村又は区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定め

るものにあっては、市町村長は、当該市町村の区域を２以上に分けてその各区域に農業委員会

を置くことができる。 

 （境界の変更の場合の特例） 

第３４条 市町村の廃置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村に置かれる農業

委員会の区域が、従前の市町村に設置された農業委員会の区域をその区域とすることとなると

きは、当該農業委員会は、当該市町村の農業委員会となって存続するものとし、従前の農業委

員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。 

 

○農業委員会等に関する法律施行令（抜粋） 

  （２以上の農業委員会を置くことができる市町村） 

第１条の３ 法第３条第２項の政令で定める市町村は、その区域の面積が２４，０００ヘクター

ルを超える市町村又はその区域内の農地面積が７，０００ヘクタールを超える市町村とする。

※区域面積：栗原圏域＝８０，６３８ha、農地面積：栗原圏域＝１８，７８５ha 

 

〔選挙による委員の定数〕 

○ 農業委員会等に関する法律（抜粋） 

  （選挙による委員） 

第７条 農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選

挙するものとし、その定数は、政令で定める基準に従い、１０人から４０人までの間で条例で

定める。 

２ 前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。 

 

○農業委員会等に関する法律施行令（抜粋） 

 （選挙による委員の定数の基準） 

第２条の２ 農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、下記に掲げる区分に応じ、それぞれ

右欄に掲げるとおりとする。 

区 分 定数の基準 

１ 

（１） その区域内の農地面積が１，３００ヘクタール以下の農業委員会 

（２）１０アール（北海道にあっては、３０アール）以上の農地につき耕

作の業務を営む個人のその区域内における世帯数及びその面積以上の

農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農業生産法人

（農地法第２条第７項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。）の

数の合計数(以下｢基準農業者数｣という。)が１，１００以下の農業委員会 

 

２０人以下 



２ １の項及び３の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 ３０人以下 

３ 
その区域内の農地面積が５，０００ヘクタールを超え、かつ、基準農業者

数が６，０００を越える農業委員会 
４０人以下 

 

〔選挙以外の委員〕 

○ 農業委員会等に関する法律（抜粋） 

  （選任による委員） 

第１２条 市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなけれ

ばならない。 

  一 農林水産省令で定める農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに推薦した理事(経営管

理委員を置く農業協同組合にあっては、理事又は経営管理委員)各１人 

  二 当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者

５人以内 

 

〔選挙区〕 

○ 農業委員会等に関する法律（抜粋） 

 （選挙の単位） 

第１０条の２ 農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。 

２ 市町村長は、農業委員会の選挙による委員の選挙につき、特に必要があると認めたときは、

前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、当該農業委員会の区域を分けて

２以上の選挙区を設けることができる。 

３ 前項の場合において、各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね選

挙人の数に比例して、条例で定めなければならない。 

４ 第２項の規定により農業委員会の委員の選挙につき選挙区が設けられた場合において、選挙

人の所属の選挙区は、その住所による。 

 

○ 農業委員会等に関する法律施行令（抜粋） 

  （選挙区の基準） 

第５条 法第１０条の２第２項の規定により農業委員会の区域を分けて２以上の選挙区を設け

る場合には、その分けて設けられるすべての選挙区につき、その区域内の農地面積が５００ヘ

クタール以上となるか、又は基準農業者数が６００以上となるようにしなければならない。 

 

〔任期〕 

○ 農業委員会等に関する法律（抜粋） 

  （委員の任期） 

第１５条 選挙による委員の任期は、３年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に

よる一般選挙が農業委員会の委員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任

期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の委員

がすべてなくなったときはそのなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。 

４ 第１２条の規定により選任された委員は、一般選挙により選挙された委員の任期満了の日

（選挙された委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日）まで在任する。 

 



○ 市町村の合併の特例に関する法律（抜粋） 

（農業委員会の委員の任期等に関する特例） 

第８条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の

農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新た

に設置された合併市町村にあっては８０を超えず１０を下らない範囲で定めた数、他の市町村

の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては４０を超えない範囲で定めた数の者

に限り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任するこ

とができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙によ

る委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその

定められた数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙によ

る委員として在任する者を定めるものとする。 

  一 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後１年を超えない範囲で当該協議

で定める期間 

  二 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併

関係市町村の農業委員会の委員の残任期間 

２ 前項の場合においては、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第７条の規

定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、

選挙による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなったときは、これに応じて、

その定数は、同条の規定に基づく定数に至るまで減少するものとする。 

３ 農業委員会等に関する法律第３条第２項の規定により合併市町村の区域を２以上に分けて

その各区域に農業委員会を置く場合又は同法第３５条第１項の規定により地方自治法第２５

２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）である合併市町村の区ごとに農業

委員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律第３４条の規定の適用がある場合を

除いて、前２項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の市町村

の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業

委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町村とみなす。 

（第３５条第１項……この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあっては特別区に、

地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）にあっては政令

の定めるところにより、区に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあっては組合にこれ

を適用する。） 

  （地方自治法第２５２条の１９第１項……政令で指定する人口５０万人以上の市） 

４ 第６条第８項の規定は、第１項の協議について準用する。 

  （第６条第８項抜粋……協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その

協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。) 



協議第１６号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 「参考資料２（新設合併の場合）」 
                                       自治法：地方自治法、農委法：農業委員会等に関する法律、合併特例法：市町村の合併の特例に関する法律 

農業委員会の区分 
旧町村 
の農業 
委員会 

合併後の 
取り扱い 

委員の 
区 分 委員の身分等 定     数 任  期 根拠法令等 

選 挙 

全員失職する。 

農業委員会設置の日から 

５０日以内に選挙を行う。

政令で定める基準に基づき、１０人以上４０

人以内で条例で定める数 
３年 

自治法第１８０条の５第３項（設置）、

農委法第３条第１項（設置）・第７条

第１項（定数）・第１５条第１項（委

員の任期） 原 則 

選 任 
全員失職する。 

合併後速やかに市町村が

選任する 

農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに

推薦した理事 各１人 

議会が推薦した学識経験を有する者５人以内

選挙による委員の

任期満了まで 

農委法第１２条（定数）・第１５条第

４項（委員の任期） 

選 挙 
旧町村の委員が、右の範囲

で引き続き在任できる。 

合併関係市町村の協議により１０人以上８０

人以内で定める数 

合併後１年を超え

ない範囲で協議に

より定める期間 

合併特例法第８条第１項・第２項 

新市の区域に１つの農業 
委員会を置く場合 廃 止 

特例措置 
（合併特 
例法） 

選 任 原則による（合併特例法の

適用なし） 

同左 同左 農委法第１２条（定数）・第１５条第

４項（委員の任期） 

選 挙 

全員失職する。 

農業委員会設置の日から 

５０日以内に選挙を行う。

政令で定める基準に基づき、１０人以上４０

人以内で条例で定める数 
３年 

自治法第１８０条の５第３項（設置)、

農委法第３条第２項（設置）・第７条

第１項（定数）・第１５条第１項（委

員の任期） 原 則 

選 任 
全員失職する。 

合併後速やかに市町村が

選任する 

農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに

推薦した理事 各１人 

議会が推薦した学識経験を有する者５人以内

選挙による委員の

任期満了まで 

農委法第１２条（定数）・第１５条第

４項（委員の任期） 

選 挙 
旧町村の委員が、右の範囲

で引き続き在任できる。 

各農業委員会ごと、合併関係市町村の協議に

より１０人以上８０人以内で定める数 

合併後１年を超え

ない範囲で協議に

より定める期間 

合併特例法第８条第３項 

旧町村に置 
かれた区域 
を区域とし 
ない場合 

廃 止 

特例措置 
（合併特 
例法） 

選 任 原則による（合併特例法の

適用なし） 

同左 同左 農委法第１２条（定数）・第１５条第

４項（委員の任期） 

選 挙 旧町村の委員が引き続き 
在任できる。 

従来の定数  合計１０８（現委員１０７） 従来の任期 農委法第３４条第１項 

新市の区 
域を分け 
て２つ以 
上の農業 
委員会を 
置く場合 

旧町村に置 
かれた区域 
を区域とす 
る場合 

存 続 特例措置 
(農委法) 

選 任 旧町村の委員が引き続き 
在任できる。 

従来の定数 合計７０（現委員３４） 従来の任期 農委法第３４条第１項 

 



協議第１６号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 「参考資料３（新設合併の場合）」 

 

〈新市の「農業員会委員の定数及び任期等の取扱い」選択肢の選挙による委員数から見た比較〉 

区     分 選  出  方  法 選挙による委員の数（１０年間の述べ人数） 費 用 比 較 

 

 

設置選挙 

 

 

条例で定める数（新市の場合は４０人以下）

で、合併の日から５０日以内に新たに選挙す

る。 

 

 

選挙による委員 ４０人 

 

４０人×１０年＝４００人 

（北上市の報酬を例として試算した場合） 

・５４０千円×400 人＝    ２１８，７６０千円 

（郡内最高額の町を例として試算した場合） 

・４５２．４千円×400 人＝  １８５，６１６千円 

 

 

 

新市に一つの委員会 

を置く場合 

 

 

 

 

 

在任特例 

 

 

 

協議により８０を超えず１０を下らない数で、

合併後１年を越えない範囲で協議で定める期

間引き続き在任する。 

 

（特定期間） 

選挙による委員 ８０人 

８０人×１年＋４０人×９年＝４４０人 

 

（北上市の報酬を例として試算した場合） 

・５４０千円×440 人＝    ２４０，３６０千円 

（郡内最高額の町を例として試算した場合） 

・４５２．４千円×４４０人＝ ２０３，７１２千円 

 

 

 

新市に従前の町村の区域毎に委員会を置く

場合 

 

 

従前の町村の委員会は、従前の定数・任期

で、それぞれ新市の委員会となって存続し、

委員もそのまま在任する。 

 

 

 

○そのまま存続する場合 

 １０８人×１０年＝１，０８０人 

 

（北上市の報酬を例として試算した場合） 

・５４０千円×1,080 人＝  ５８５，９６０千円 

（郡内最高額の町を例として試算した場合） 

・４５２．４千円×1,080 人＝４９３，２４８千円 

 

 

各委員会ごと

に設置選挙 

 

各委員会ごとに、条例で定める数（新市の

場合は４０人以下）で、合併の日から５０日以

内に新たに選挙する。 

 

 

４０人×１０年×２組織＝８００人 

 

 

（北上市の報酬を例として試算した場合） 

・５４０千円×800 人＝    ４３７，５２０千円 

（郡内最高額の町を例として試算した場合） 

・４５２．４千円×800 人＝  ３７１，２３２千円 

 

 

 

新市に従前の区域と異なっ

た区域により２以上の委員

会を置く場合 

 

 

 

各委員会ごと

に在任特例 

 

各委員会ごとに、協議会により８０を超えず

１０を下らない数で、合併後１年を越えない範

囲で協議で定める期間引き続き在任する。 

 

（特例期間） 

選挙による委員 １０８人 

１０８人×１年＋４０人×９年×２組織＝８２８人 

 

 

（北上市の報酬を例として試算した場合） 

・５４０千円×８２８人＝    ４５２，３６４千円 

（郡内最高額の町を例として試算した場合） 

・４５２．４千円×８２８人＝  ３８３，４３５千円 

※「選挙による委員の数（１０年間の述べ人数）」欄における「１０年間」の考えは、新市建設計画の期間を基本とした。 

※費用比較欄では、「北上市；会長63,000 円/月額・職務代理 50,000 円/月額・委員45,000 円/月額、郡内最高額の町；会長892,800 円/年額・職務代理477,600 円/年額・委員 452,400 円/年額」

それぞれ異なった報酬額を整理し、試算しております。 



協議第１６号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 「参考資料４」 
 
〔先進地事例〕 

新市町村名 合併期日 調整方針 

岩手県北上市（北

上市・和賀町・江

釣子村） 

H 3. 4. 1  新市に一つの農業委員会を置き、３市町村の農業委員会の選

挙による委員であった者は、合併特例法第８条第１項第１号の

規定を適用し、合併後１年間引き続き新市の農業委員会の選挙

による委員として在任する。 
 また、選任による委員は、農業協同組合及び農業共済組合推

薦委員が５人、議会推薦委員５人とする。 
 農家戸数：５，８１３戸 耕地面積：８，４５６ha 

埼玉県さいたま

市（浦和市・大宮

市・与野市） 

H13. 5. 1  ３市の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の

合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、

合併後１年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員と

して在任する。 
 農家戸数：３，５６２戸 耕地面積：２，６３０ha 

宮城県加美町（中

新田・小野田・宮

崎町） 

H15. 4. 1  農業委員会については合併時に統合するものとし、農業委員

会の選挙による委員については、市町村の合併の特例に関する

法律第８条第１項第１号の規定を適用し、３町の委員が、平成

16 年３月 31 日まで引き続き新町の農業委員として在任する。 
 農家戸数：２，８８５戸 耕地面積：５，９６０ha 

山口県周南市（新

南陽市、徳山市、

鹿野町、熊毛町） 

H15.4. 21  ２市２町の農業委員会は、農業委員会等に関する法律（昭和

26 年法律第 88 号）第 34 条第１項の規定を適用し、平成 17
年７月 19 日まで新市の農業委員として存続する。その後、１

つに統一し、選挙区を設けることとするが、選挙区の数及び各

選挙区の定数については、新市において調整する。 
 農家戸数：４，９５７戸 耕地面積：３，２３１ha 

登米地域合併協

議会 
協議中 

H17.3.22 
  予定 

 ９町の農業委員会は、農業委員会等に関する法律（昭和 26
年法律第 88 号）第 34 条第１項の規定を適用し、平成 17 年７

月 19 日まで新市の農業委員会として存続する。その後、１つ

に統合し、選挙区を設けることとするが、選挙区の数及び各選

挙区の定数については、新市において調整する。 
農家戸数：１１，９７６戸 耕地面積：１８，７２３ha 

 



協議第１７号 
 

消防団の取扱いについて 
 
 消防団の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 

平成１５年１０月９日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

消防団の取扱いについて 
 

①関係町村の団員については、新市に引継ぐものとする。 
②消防団については、組織等の調整を含め、合併時に統合する。 
   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日確認 



関　　係　　項　　目

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

合計:３００名　（２５０名） 合計:３２０名　（３０６名） 合計:３４５名　（３１９名） 合計:１３０名　（１１６名） 合計:３３５名　（３１５名） 合計:１６０名　（１４５名） 合計:１２３名　（　９８名） 合計:２８５名　（２３５名） 合計:１８０名　（１７５名） 合計:１１０名　（　９４名）

（内訳） 団長　　　　　　　（１０名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　１名　（　　１名）

副団長　　　　　（１５名） 　　　　　２名　（　　２名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　２名　（　　２名） 　　　　　２名　（　　２名） 　　　　　２名　（　　２名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　２名　（　　２名） 　　　　　１名　（　　１名） 　　　　　２名　（　　１名）

分団長　　　　　（５０名） 　　　　　５名　（　　５名） 　　　　　６名　（　　６名） 　　　　　７名　（　　７名） 　　　　　４名　（　　４名） 　　　　　５名　（　　５名） 　　　　　４名　（　　４名） 　　　　　７名　（　　７名） 　　　　　５名　（　　５名） 　　　　　４名　（　　４名） 　　　　　３名　（　　３名）

副分団長　　　（５０名） 　　　　　７名　（　　６名） 　　　　　６名　（　　６名） 　　　　　７名　（　　７名） 　　　　　４名　（　　４名） 　　　　　５名　（　　５名） 　　　　　４名　（　　４名） 　　　　　７名　（　　７名） 　　　　　５名　（　　５名） 　　　　　４名　（　　４名） 　　　　　２名　（　　２名）

部長　　　　　　　（９７名） 　　　　２０名　（　２２名） 　　　　１８名　（　１８名） 　　　　１５名　（　１５名） 　　　　 －名　（　 －名） 　　　　１８名　（　１８名） 　　　　　４名　（　　４名） 　　　　　２名　（　　２名） 　　　　１４名　（　１４名） 　　　　　６名　（　　４名） 　　　　 －名　（　 －名）

班長　　　　　　（３００名） 　　　　４８名　（　４４名） 　　　　３９名　（　３９名） 　　　　５４名　（　５１名） 　　　　１７名　（　１７名） 　　　　４３名　（　４３名） 　　　　１３名　（　１３名） 　　　　１９名　（　１８名） 　　　　４２名　（　４２名） 　　　　２１名　（　２１名） 　　　　１２名　（　１２名）

団員　　　　（１，５３１名） 　　　２１７名　（１７０名） 　　　２４９名　（２３５名） 　　　２５９名　（２３６名） 　　　１０２名　（　８８名） 　　　２６１名　（２４１名） 　　　１３３名　（１１８名） 　　　　８６名　（　６２名） 　　　２１６名　（１６６名） 　　　１４３名　（１４０名） 　　　　９０名　（　７５名）

５分団(本部含む） ７分団（本部分団を含む） ７分団（本部を含む） ５分団（本部を含む） ５分団（本部を含む） ４分団 ７分団 ５分団（本部を含む） ４分団（本部分団を含む） ３分団(本部を含む）

団長 　　９６，７００円 　１２９，５００円 　　８８，２００円 　１００，０００円 　　８７，０００円 　　９１，０００円 　　７５，４００円 　　９２，０００円 　　９２，０００円 　１０２，０００円

副団長 　　７１，７００円 　　７７，７００円 　　６０，６００円 　　８３，０００円 　　６８，０００円 　　６９，０００円 　　６８，２００円 　　７２，０００円 　　７５，０００円 　　７９，０００円

分団長 　　５７，１００円 　　６３，３００円 　　５２，３００円 　　７６，０００円 　　６１，０００円 　　５８，０００円 　　６１，１００円 　　６０，０００円 　　６５，０００円 　　５８，０００円

副分団長 　　４５，９００円 　　４６，０００円 　　３８，５００円 　　７０，０００円 　　５４，０００円 　　４７，０００円 　　５２，０００円 　　４７，０００円 　　５０，０００円 　　４７，０００円

部長 　　３９，２００円 　　４４，７００円 　　３２，７００円 　　６６，０００円 　　４３，０００円 　　４３，０００円 　　４５，８００円 　　４５，０００円 　　４８，０００円 　　　　　　－円

班長 　　３４，３００円 　　３４，２００円 　　２７，９００円 　　６４，０００円 　　３２，０００円 　　３７，８００円 　　３８，７００円 　　４３，０００円 　　４４，０００円 　　３７，０００円

団員 　　１７，４００円 　　１１，８００円 　　１０，２００円 　報酬なし 　報酬なし 　報酬なし 　　３１，６００円 　　　４，５００円（日額） 　　　４，１００円（日額） 　報酬なし

自動車機関員 　　　　　　－ 　　２３，６００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　６８，０００円

小型機関員 　　　　　　－ 　　１６，９００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

ラッパ員 　　　　　　－ 　　１８，４００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

予防広報員 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　５，７００円

水火災出場手当 　　　２，２００円 　　　１，０００円 　　　２，０００円 　　　　　　－ 　　　３，９００円 　　　２，８００円 　　　１，５００円 　　　１，０００円 　　　２，０００円 　　　４，０００円

風水害出勤手当 　　　　　　－ 　　　２，５００円 　　　２，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　１，０００円 　　　２，０００円 　　　４，０００円

警戒練習手当 　　　２，２００円 　　　２，０００円 　　　２，０００円 　　　４，８００円 　　　４，４００円 　　　２，４００円 　　　１，５００円 　　　１，０００円 　　　２，０００円 　　　４，０００円

幹部会手当 　　　２，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

訓練（出勤）手当 　　　４，２００円 　　　３，０００円 　　　４，０００円 　　　５，５００円 　　　４，５００円 　　　４，５００円 　　　２，０００円 　　　１，０００円 　　　２，０００円 　　　４，０００円

捜索出勤手当 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　４，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

会議出勤手当 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　８００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

その他出勤手当 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　４，８００円 　　　　　　－ 　　　２，５００円 　　　１，５００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

・旅費・費用弁償

　　日当 　　　　　　－ 　　　２，１００円 　　　１，０００円（県外のみ） 　　　２，０００円 　　　２，１００円 　　　２，３００円（県外かつ100㎞ 　　　　　　－ 　　　１，１００円（郡外２，２００円） 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　宿泊費 　　　　　　－ 　　１２，０００円（県外かつ100ｋｍ 　　１２，０００円 　　１２，０００円 　　１２，０００円 　　１２，０００円　　　　  以上） 　　　　　　－ 　　１２，０００円（県外１３，０００円） 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　費用弁償 　　　　　　－ 　　　１，７００円　　以上：13,000円） 　　　　　　－ 　　　２，０００円 　　　１，７００円 　　　１，０００円（在勤地内） 　　　　　　－ 　　　１，３００円（郡外１，８００円） 　　　２，０００円 　　　　　　－

・機械整備手当（年額）

　　自動車ポンプ 　　２２，０００円 　　　　　　－ 　　１０，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　３０，０００円 　　　　　　－ 　　４５，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　小型ポンプ 　　　７，０００円 　　　　　　－ 　　　３，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　３０，０００円 　　　　　　－ 　　１８，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　消防車 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　１２０，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　積載車 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　１２０，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　ポンプ積載車 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　６，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　２５，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　可搬ポンプ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　２８，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

・管理手当（年額）

　　消防施設管理手当 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　１０，０００円 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

消防ポンプ格納庫 　　２１箇所 　　２７箇所 　　２９箇所 　　１０箇所 　　３４箇所 　　１２箇所 　　　７箇所 　　３０箇所 　　１６箇所 　　１０箇所

小型動力ポンプ付積載車 　　　４台 　　２４台 　　２５台 　　　９台 　　　９台 　　　５台 　　　６台 　　１８台 　　　９台 　　　９台

自動車ポンプ車 　　　１台 　　　１台 　　　１台 　　　１台 　　　１台 　　　１台 　　　１台 　　　３台 　　　１台 　　　１台

可搬ポンプ 　　１９台 　　　２台 　　　３台 　　２１台 　　１０台 　　　７台 　　　９台

リヤカー 　　１８台 　　　２台 　　　３台 　　２１台 　　　６台 　　１０台

防災無線機（移動系） 　　１２基 　　　９基 　　１９基 　　１９基 　　１５基 　　　４基 　　１５基 　　１３基 　　１０基 　　２０基

火の見櫓 　　１１カ所 　　２３箇所 　　　２箇所 　　　１箇所 　　１２箇所 　　２２箇所 　　　１箇所

ホース乾燥施設 　　　８カ所 　　２５箇所（内火の見櫓22箇所） 　　２９箇所 　　　８箇所 　　３１箇所 　　１２箇所 　　　６箇所 　　　９箇所 　　１２箇所 　　１０箇所

消防ポンプ

普通積載車 　　　３台

消防団の取扱い

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

４．手当

　○出勤手当

　○その他手当

５．資機材整備の状況

協　議　項　目

１．団員の定数（現有:２，０５３名）

栗原地域合併協議会の調整方針
専門部会名（総務部会）　　分科会（消防分科会）　№-1

調整方針・調整内容
・関係町村の団員については、新市に引継ぐものとする。

・消防団については、組織等の調整を含め、合併時に統合する。　※　別添組織図　参照

協　　議　　項　　目 消防団組織・消防施設

２．分団数

３．報酬（年額）

栗原地域合併協議会
資料訂正　若柳町消防団分団数誤：７分団（本部含む）　　　↓正：６分団（本部含む）H16.3.31訂正



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

乙服 刺子法被 全団員 部長以上 － － － － － － － －

葛城法被 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

刺子ズボン － － － － － － － － － －

葛城ズボン 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

腹掛 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

地下足袋 一部 班長以上 全団員 全団員 全団員 全団員 － 全団員 － 全団員

皮バンド 全団員 副分団長以上 班長以上 班長以上 全員 － － － － －

帯 － 部長以下 － － － 全団員 全団員 全団員 － 全団員

手袋 － － － － 全員 － － － － －

被布外套 団長・三役・総務課長 三役・総務課長 － － － － － － 団長・三役・総務課長 －

略帽 全団員 全団員 全団員 － 全員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

甲服 制服上下 団長・副団長・三役・総務課長 分団長以上、三役 団長、副団長、町長 分団長以上 分団長以上 団長・町長 団長・副団長 団長、三役 分団長以上、町長 団長、副団長

盛夏服 － － － － － － － － － －

制帽   全団員 分団長以上、三役 分団長以上 分団長以上 分団長以上 － 団長・副団長 － 分団長以上、町長 団長、副団長

短靴 全団員 － 分団長以上 分団長以上 － － － － －

階級章 全団員 分団長以上、三役 団長、副団長、町長 全団員 全団員 全団員 全団員 － 分団長以上 団長、副団長

活動服 作業服上下（ブルー） 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 － 全団員 － 全団員 全団員

作業服上下（新基準） － － － － － 全団員 － 全団員 － －

消防ゴム長靴 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

アポロキャップ － 全団員 － － － 全団員 全団員 全団員 － －

編上げ靴 － 全団員 全団員 全団員 － － － － 全団員 －

防火服 － － － － － － － 各分団４着 － －

防火服用ヘルメット － － － － － － － 各分団４個 － －

ヘルメット 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

ナイロンバンド　紺 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 － 全団員 － 全団員 全団員

ナイロンバンド　オレンジ － － － － － 全団員 － 全団員 － －

作業服上下（カーキ） 団長・副団長・三役・総務課長 団長・副団長・三役・総務課長 分団長以上、三役、総務課長 分団長以上、三役、総務課長 分団長以上 分団長以上・三役・総務課長 分団長以上 － － 三役、団長、副団長

制帽（カーキー） 団長・副団長・三役・総務課長 団長・副団長・三役 － 分団長以上、三役、総務課長 分団長以上 分団長以上・三役・総務課長 分団長以上 － － －

居住地
築館町に居住する者 当該消防団の区域内に居住する

者
町内に居住する者 本町に居住する男子 当該消防団の区域内に居住し、

又は勤務する者
本町に居住する者 町内に住所を有する者 当該消防団の区域内に居住する

者
志波姫町内に居住する者 本村に居住する者

年齢
１８歳以上の者 １８歳以上の者 １８歳以上の者 満１８歳以上の者 満１８歳以上６０歳未満の者 １８歳以上の者 原則として１８歳以上６０歳未満の

者
満１８歳以上５５歳未満の者 １８歳以上の者 １８歳以上６０歳まで

その他
志操堅固でかつ身体強健な者 志操堅固でかつ身体強健な者 志操堅固で、かつ、身体強健な

者
志操堅固で、かつ身体強健な者 志操堅固で、かつ身体強健な者 志操堅固にして身体強健である

者

団長 なし なし なし なし なし なし なし なし なし ６５歳

副団長 なし 満６７歳の誕生日月末 なし なし なし なし なし なし なし ６５歳

分団長 ６５歳に到達した月の末日 満６５歳の誕生日月末 なし ６０歳の誕生日前日 なし なし なし なし なし ６５歳

副分団長 ６５歳に到達した月の末日 満６５歳の誕生日月末 なし ６０歳の誕生日前日 なし なし なし なし なし ６５歳

部長 ６５歳に到達した月の末日 満６５歳の誕生日月末 なし ６０歳の誕生日前日 なし なし なし なし なし ６５歳

班長 ６５歳に到達した月の末日 満６５歳の誕生日月末 ５５歳未満 ５８歳の誕生日前日 なし なし なし なし なし ６０歳

団員 ６０歳に到達した月の末日 満６５歳の誕生日月末 ５５歳未満 ５７歳の誕生日前日 ６０歳 なし ６０歳 ５５歳 なし ６０歳

【消防組織法】（抜粋）

協　議　項　目

　（消防機関）
第９条　市町村はその消防事務の処理をするため次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
　　・消防本部
　　・消防署
　　・消防団
　（消防団）
第１５条  （1）消防団の設置名称及び地域は、条例に定める。

　（市町村の消防に要する費用）
第８条　市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。

　（市町村の消防責任）
第６条　市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
　（市町村消防の管理）
第７条　市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。

　条例で定める。

参考資料

　（消防の任務）
第１条　消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は
　地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減することを以て、その任務とする。

　（消防団長）

　　　　　　（2）消防団の組織は、市町村の規則に定める。

　めるものを除くほか、常勤の消防団員については、地方公務員法に定めるところにより、非常勤の消防団員については

　（消防団員）
第１５条の２　（1）消防団に消防団員を置く。
　　　　　　　　（2）消防団員の定数は、条例で定める。

７．入団資格

８．定年

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

専門部会名（総務部会）　　分科会（消防分科会）　№-2

　（消防団員の任免等）
第１５条の６　（1）消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他の身分の取扱いに関しては、この法律に定

第１５条の３　（1）消防団の長は、消防団長とする。
　　　　　　　　（2）消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

【例規】 ・○○市消防団の設置等に関する条例及び規則
　　　　　・○○市消防団員の定数、任免、給与、服務に関する条例及び規則

６．消防団員の装備

（2）消防団員の階級並びに訓練、礼式及び制服に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定め

　（消防団員の任免）
第１５条の５　消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を
　得て消防団長が任命する。

　　　　　・○○市消防団員等公務災害等補償条例及び施行規則
　　　　　　　 消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。 　　　　　・○○市消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例及び規則
　　　　　　（3）消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の管轄の下に行動するもの とし、



○○市消防団 ○○班

団長（1） 部長〔部長〕（　） 班長〔班長〕（　　） 団員〔団員〕（　　）

○○班

部長〔部長〕（　） 班長〔班長〕（　　） 団員〔団員〕（　　）

○○班

部長〔部長〕（　） 班長〔班長〕（　　） 団員〔団員〕（　　）

○○班

部長〔部長〕（　） 班長〔班長〕（　　） 団員〔団員〕（　　）

○○班

部長〔部長〕（　） 班長〔班長〕（　　） 団員〔団員〕（　　）

○○班

部長〔部長〕（　） 班長〔班長〕（　　） 団員〔団員〕（　　）

○○班

部長〔部長〕（　） 班長〔班長〕（　　） 団員〔団員〕（　　）

○○班

部長〔部長〕（　） 班長〔班長〕（　　） 団員〔団員〕（　　）

○○班

部長〔部長〕（　） 班長〔班長〕（　　） 団員〔団員〕（　　）

○○班

部長〔部長〕（　） 班長〔班長〕（　　） 団員〔団員〕（　　）

副分団長〔副分団長〕（　）副団長兼地区団長〔団長〕（１） 副地区団長〔副団長〕（　） 地区本部長〔分団長〕（　） 分団長〔分団長〕（　）

副分団長〔副分団長〕（　）

○○地区団（旧○○村地区） 第○分団～第○分団

副団長兼地区団長〔団長〕（１） 副地区団長〔副団長〕（　） 地区本部長〔分団長〕（　） 分団長〔分団長〕（　） 副分団長〔副分団長〕（　）

○○地区団（旧○○町地区） 第○分団～第○分団

副団長兼地区団長〔団長〕（１） 副地区団長〔副団長〕（　） 地区本部長〔分団長〕（　） 分団長〔分団長〕（　）

副分団長〔副分団長〕（　）

○○地区団（旧○○町地区） 第○分団～第○分団

副団長兼地区団長〔団長〕（１） 副地区団長〔副団長〕（　） 地区本部長〔分団長〕（　） 分団長〔分団長〕（　） 副分団長〔副分団長〕（　）

○○地区団（旧○○町地区） 第○分団～第○分団

副団長兼地区団長〔団長〕（１） 副地区団長〔副団長〕（　） 地区本部長〔分団長〕（　） 分団長〔分団長〕（　）

副分団長〔副分団長〕（　）

○○地区団（旧○○町地区） 第○分団～第○分団

副団長兼地区団長〔団長〕（１） 副地区団長〔副団長〕（　） 地区本部長〔分団長〕（　） 分団長〔分団長〕（　） 副分団長〔副分団長〕（　）

○○地区団（旧○○町地区） 第○分団～第○分団

○○地区団（旧○○町地区） 第○分団～第○分団

副団長兼地区団長〔団長〕（１） 副地区団長〔副団長〕（　） 地区本部長〔分団長〕（　） 分団長〔分団長〕（　）

副分団長〔副分団長〕（　）

○○地区団（旧○○町地区） 第○分団～第○分団

副団長兼地区団長〔団長〕（１） 副地区団長〔副団長〕（　） 地区本部長〔分団長〕（　） 分団長〔分団長〕（　） 副分団長〔副分団長〕（　）

副団長兼地区団長〔団長〕（１） 副地区団長〔副団長〕（　） 地区本部長〔分団長〕（　） 分団長〔分団長〕（　）

第○分団～第○分団

分団長〔分団長〕（　）

【参考資料】新市消防団組織図（案）

副分団長〔副分団長〕（　）

○○地区団（旧○○町地区） 第○分団～第○分団

○○地区団（旧○○町地区）

副団長兼地区団長〔団長〕（１） 副地区団長〔副団長〕（　） 地区本部長〔分団長〕（　）



協議第１８号 
 

町村立学校（園）の通学区域の取扱いについて 
 
 町村立学校（園）の通学区域の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 

平成１５年１０月９日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

町村立学校（園）の通学区域の取扱いについて 
 通学区域については、当面現行のとおりとするが、児童生徒数の動向等を踏

まえ、新市において検討を行うものとする。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日確認 



関　係　項　目

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村
築館中学校（分校　有） 若柳中学校 栗駒中学校 高清水中学校 一迫中学校 瀬峰中学校 鶯沢中学校 金成中学校 志波姫中学校 花山中学校 中学校計
通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域:村内全域 １０校
築館小学校 若柳小学校 岩ヶ崎小学校 高清水小学校 一迫小学校 瀬峰小学校 鶯沢小学校 沢辺小学校 志波姫小学校 花山小学校 小学校計
通学区域: 通学区域: 通学区域: 通学区域:町内全域 通学区域: 通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域: 通学区域:町内全域 通学区域:村内全域 ２９校
 上町、南町、中町、西町、  新町一、新町二、北浦、  茂庭町、六日町、八日町、  南沢、大館、竹の内、  字南、沢辺上、沢辺下、
 北町、下町、東町、  中町、元町一、元町二、  四日町、東方区、下小路、  曽根、本町、中町、荒町、  姉歯上、姉歯下、
 伊豆一、伊豆二、駅前、  元町三、片町一、片町二、  上小路上、上小路下、  清水一、清水二、保呂羽、  梨崎下沢辺、小堤
 坂下、館下、赤坂、成田、  大袋、荒町、並柳、  中野上、中野下、上野、  輝井、八幡、大川口下
 佐野、上萩沢、高森、  十文字、我門、北二股、  鳥沢南の一部（梅田地区） （熊沢、清水沢、柏木、
 下萩沢、横須賀、蟹沢、  新山、上町、南大通、 　小古、小古下、大下、
 留場南  下町一、下町二、八木、 　町田の一部）

 川原
玉沢小学校 大目小学校 尾松小学校 金田小学校 金成小学校
通学区域: 通学区域: 通学区域: 通学区域： 通学区域:
 上照越、中照越、下照越、  南二又、大目、新田  高松、清水田、宝領、  嶋躰（太子堂の一部含む）  金成南１、金成南２
 八沢、太田  大鳥西、大鳥中、大鳥東、  清水目、東町、川口中町、  金成北、金成東、畑１

 八幡、桜田上、桜田下、  新町、滝野、川北、大崩  畑２及び小迫の一部
 菱沼、栗原、栗原沖  （妻の神及び山の上の

　 一部を含む）
宮野小学校（分校　有） 有賀小学校 文字小学校 長崎小学校 萩野小学校
通学区域: 通学区域: 通学区域: 通学区域: 通学区域:
 秋山、本木、八幡町  三田鳥、有賀、上在、  川東、川西、山口、  高橋下、高橋上、荒町下、  有壁１、有壁２、有壁３、
 宮野上、留場北、芋埣  町舘、下在  中文字、下文字、荒砥沢、  荒町上、大川口上、  上片馬合、下片馬合

 新田、角ヶ崎、  大川口下（一迫小学校
 馬場の一部（大峰地区）  通学区域を除く）

富野小学校 大岡小学校 栗駒小学校（耕英分校） 姫松小学校 萩野第二小学校
通学区域: 通学区域: 通学区域: 通学区域: 通学区域:
 花の木、大堀、黒瀬  大林一、大林二、福岡  滝ノ原、日照田、三丁、  本沢、一本松、  末野、藤渡戸、赤児
 沖富、根岸  若木、馬場の一部（大峰  姫松南沢、狐崎一、  普賢堂

 地区）、耕英  狐崎二、畑、片子沢
畑岡小学校 宝来小学校 津久毛小学校
通学区域: 通学区域: 通学区域:
 大畑、峯、内谷川、・  芋埣、渡丸、泉沢、  小迫の一部、岩崎平形、
 米ヶ浦一、米ヶ浦二、  田高田、町田、西田  大原木
 多賀

鳥矢崎小学校
通学区域:
 猿飛来上、猿飛来下、
 里谷、深谷、鳥沢下、
 鳥沢北、鳥沢南の一部
（梅田地区を除く）

築館幼稚園 若柳幼稚園 岩ヶ崎幼稚園 高清水幼稚園 一迫幼稚園 瀬峰幼稚園 鶯沢幼稚園 金成幼稚園 ふたば幼稚園 花山幼稚園 幼稚園計
通学区域:築館小学校区 通学区域:若柳、大目 通学区域:岩ヶ崎小学校区 通学区域:町内全域 通学区域:一迫、長崎、姫松 通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域:町内全域 通学区域:村内全域 ２２園

　　　　 　　小学校区 　　　　　　 　　小学校区
玉沢幼稚園 有賀幼稚園 尾松幼稚園 金田幼稚園
通学区域:玉沢小学校区 通学区域:有賀小学校区 通学区域:尾松小学校区 通学区域:金田小学校区
宮野幼稚園 大岡幼稚園 文字幼稚園
通学区域:宮野小学校区 通学区域:大岡小学校区 通学区域:文字小学校区
富野幼稚園 畑岡幼稚園 栗駒幼稚園
通学区域:富野小学校区 通学区域:畑岡小学校区 通学区域:栗駒小学校（耕英

　　　　 分校）区
宝来幼稚園
通学区域:宝来小学校区
鳥矢崎幼稚園
通学区域:鳥矢崎小学校区

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

協　議　項　目
１．中学校

２．小学校

栗原地域合併協議会の調整方針

調整方針・内容

協　定　項　目 町村立学校（園）の通学区域の取扱い

専門部会名（学校教育部会）　　分科会（学校教育分科会）　№-1

３．幼稚園

　　先進地事例
４．参考法令 学校教育施行令（抜粋）

（入学期日等の通知、学校の指定）
第５条２　市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校（法第５１条の１０の規定により高等学校における教育と一貫し
　た教育を施すもの（以下「併設型中学校」という。）を除く。）が２校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就
　学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。
３　前２項の規定は、第９条第１項の届出のあった就学予定者については、適用しない。
第８条　市町村の教育委員会は、第５条第２項（第６条において準用する場合を含む。）の場合において、相当と認めるときは、保護者の申
立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小
学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならな
い。
  （区域外就学等）

与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

第９条　児童生徒等のうち盲者等以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校（併設型中学校を除く。）以外の小学校、
中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は
都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校又は中等教育
学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出な
ければならない。
２　市町村の教育委員会は、前項の承諾（当該市町村の設置する小学校又は中学校（併設型中学校を除く。）への就学に係るものに限る）を

備考

　現行の通学区域を基本として、新市に引き継ぐものとする。なお合併時における小・中学校の在校児童生徒については、従前の例によるものとする。
○今治市（愛媛県）平成17年1月16日合併目標
　小中学校の（設置及び配置並びに）通学区域については、当面は、現行どおりとする。
○三次市（広島県）平成16年4月1日合併予定
　通学区域については、現行のとおりとする。
○篠山市（兵庫県）
　当面は現行のとおりとする。ただし、新市において通学区域の検討を行う。
○さぬき市（香川県）

就学区域・区域外就学通学

通学区域については、当面現行のとおりとするが、児童生徒数の動向を踏まえ、新市において検討を行うものとする。



・築館小学校 ・若柳小学校 ・岩ヶ崎小学校 ・高清水小学校 ・一迫小学校 ・瀬峰小学校 ・鶯沢小学校 ・沢辺小学校 ・志波姫小学校 ・花山小学校
学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数
１ ２ ７８ １ ３ ８４ １ １ ３８ １ １ ３９ １ １ ３８ １ ２ ４３ １ １ ３３ １ １ ２０ １ ２ ５８ １ １ ５
２ ２ ５８ ２ ２ ５２ ２ ２ ４４ ２ １ ３６ ２ １ ３４ ２ ２ ４８ ２ １ ３４ ２ １ ３０ ２ ２ ５７ ２ １ ９
３ ３ ８１ ３ ２ ６２ ３ １ ３０ ３ １ ３７ ３ １ ３６ ３ １ ３３ ３ １ ２７ ３ １ ２５ ３ ２ ６２ ３ １ ９
４ ２ ７２ ４ ２ ６２ ４ ２ ４２ ４ １ ３８ ４ １ ３３ ４ ２ ４５ ４ １ ２１ ４ １ １０ ４ ２ ６４ ４ １ ５
５ ２ ７７ ５ ２ ７２ ５ １ ３９ ５ ２ ４４ ５ ２ ３６ ５ ２ ４２ ５ １ ３１ ５ １ ２１ ５ ２ ６８ ５ １ １１
６ ２ ７８ ６ ２ ７８ ６ ２ ５４ ６ ２ ５０ ６ ２ ３８ ６ ２ ６０ ６ １ ２８ ６ １ ２５ ６ ２ ７７ ６ １ １８

計 １５ ４５０ 計 １７ ４１７ 計 １０ ２４８ 計 ９ ２４５ 計 ７ ２１７ 計 １４ ２７４ 計 ７ １７５ 計 ７ １３２ 計 １５ ３９４ 計 ７ ５８

・玉沢小学校 ・大目小学校 ・尾松小学校 ・金田小学校 ・金成小学校
学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数
１ １ ２１ １ １ ５ １ １ ３１ １ １ １９ １ １ １６
２ １ ６ ２ １ ３ ２ １ ３０ ２ １ １０ ２ １ １０
３ １ ３１ ３ ７ ３ １ ３９ ３ １ ９ ３ １ ２０
４ １ １０ ４ ２ ４ １ ２８ ４ １ １２ ４ １ １９
５ １ ３３ ５ ９ ５ １ ３６ ５ １ １７ ５ １ １８
６ １ ３０ ６ ４ ６ １ ２７ ６ １ １３ ６ １ １０

計 ７ １３２ 計 ４ ３０ 計 ７ １９２ 計 ７ ８２ 計 ６ ９３

・宮野小学校 ・有賀小学校 ・文字小学校 ・長崎小学校 ・萩野小学校
学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数
１ １ １４ １ １ ２２ １ １ ７ １ １ ３ １ １ ９
２ １ １９ ２ １ １５ ２ １ １２ ２ １ １８ ２ １ １５
３ １ ２１ ３ １ ９ ３ １ １０ ３ １ ８ ３ １ ２０
４ １ １４ ４ １ ２４ ４ １ ７ ４ １ １１ ４ １ １０
５ １ １６ ５ １ １８ ５ １ １９ ５ １ １０ ５ １ １２
６ １ ２５ ６ １ １４ ６ １ ９ ６ １ １３ ６ １ １３

計 ９ １１３ 計 ６ １０２ 計 ８ ６６ 計 ７ ６４ 計 ７ ８０

・富野小学校 ・大岡小学校 ・栗駒小学校 ・姫松小学校 ・萩野第二小学校
学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数
１ １ ３ １ １ ８ １ １ １２ １ １ １０ １ １ ４
２ １ ９ ２ １ ９ ２ １ １４ ２ １ １２ ２ １ ８
３ ３ ３ １ ７ ３ １ １０ ３ １ ８ ３ １ ６
４ ８ ４ １ １２ ４ １ １５ ４ １ １２ ４ １ １１
５ １ １０ ５ １ ７ ５ １ １５ ５ １ ９ ５ １ １０
６ １ ６ ６ １ １３ ６ １ １４ ６ １ ９ ６ １ ８

計 ５ ３９ 計 ６ ５６ 計 ６ ８０ 計 ７ ６１ 計 ７ ４８

・畑岡小学校 ・栗駒小学校耕英分校 ・津久毛小学校
学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数
１ １ １７ １ １ １ １ １ ７
２ １ １１ ２ ２ １ １０
３ １ ２４ ３ １ ３ １ １０
４ １ １４ ４ ４ １ ９
５ １ ２２ ５ ５ １ １２
６ １ ３０ ６ １ ６ １ １４

計 ８ １２０ 計 ２ ３ 計 ６ ６２

・宝来小学校
学年 学級数 児童数
１ １ ８
２ １ ８
３ １ １１
４ １ ９
５ １ １１
６ １ １０

計 ７ ５８

・鳥矢崎小学校
学年 学級数 児童数
１ １ １６
２ １ ８
３ １ １１
４ １ １７
５ １ １２
６ １ １４

計 ６ ７８

特殊学級　２学級２人

特殊学級　１学級１人

協　議　項　目

１　小学校別学級数
　　児童数

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

なかよし学級　１学級５人
あすなろ学級　１学級１人

特殊教室　４学級７人 特殊学級　１学級１人 特殊学級　１学級１人 特殊学級　１学級２人 特殊学級　１学級１人 特殊学級　１学級１人 特殊学級　３学級８人

参　　　　　　　　考　　　　　　　　項　　　　　　　　目

専門部会名（ 学校教育 部会）　　分科会（ 学校教育 分科会）　№-2

特殊学級　３学級３人

特殊教室　２学級２人

特殊学級　１学級２人

特殊学級　１学級１人

特殊学級　１学級１人

なかよし学級　１学級１人

特殊学級　１学級１人

特殊学級　１学級１人

１

１

１

１

なかよし学級　１学級１人 特殊学級　１学級１人

なかよし学級　１学級１人
わかくさ学級　１学級１人
中央病院分校　１学級２人

栗原地域合併協議会
資料訂正　一迫小学校、５・６年生の学級数（５年生）２学級　⇒　１学級（６年生）２学級　⇒　１学級H16.3.31訂正



学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数

築館 １５ ４５０ 若柳 １７ ４１７ 岩ヶ崎 １０ ２４８ 高清水 ９ ２４５ 一迫 ７ ２１７ 瀬峰 １４ ２７４ 鶯沢 ７ １７５ 沢辺 ７ １３２ 志波姫 １５ ３９４ 花山 ７ ５８

玉沢 ７ １３２ 大目 ４ ３０ 尾松 ７ １９２ 金田 ７ ８２ 金成 ６ ９３

宮野 ９ １１３ 有賀 ６ １０２ 文字 ８ ６６ 長崎 ７ ６４ 萩野 ７ ８０

富野 ５ ３９ 大岡 ６ ５６ 栗駒 ６ ８０ 姫松 ７ ６１ 萩野第二 ７ ４８

畑岡 ８ １２０
栗駒小
耕英分校

２ ３ 津久毛 ６ ６２

宝来 ７ ５８

鳥矢崎 ６ ７８

計 ３６ ７３４ 計 ４１ ７２５ 計 ４６ ７２５ 計 ９ ２４５ 計 ２８ ４２４ 計 １４ ２７４ 計 ７ １７５ 計 ３３ ４１５ 計 １５ ３９４ 計 ７ ５８

学級数

２３６

・築館中学校 ・若柳中学校 ・栗駒中学校 ・高清水中学校 ・一迫中学校 ・瀬峰中学校 ・鶯沢中学校 ・金成中学校 ・志波姫中学校 ・花山中学校

学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数

１ ４ １２７ １ ４ １４８ １ ３ １１６ １ １ ３４ １ ３ ９９ １ ２ ４６ １ １ ３０ １ ３ ８４ １ ２ ７２ １ １ ７

２ ４ １５３ ２ ４ １４０ ２ ４ １５０ ２ ２ ５３ ２ ３ ８３ ２ ２ ５３ ２ １ ２５ ２ ３ ９０ ２ ３ ８８ ２ １ ７

３ ４ １５５ ３ ４ １５８ ３ ５ １７０ ３ ２ ４４ ３ ３ １０５ ３ ２ ６６ ３ １ ３４ ３ ３ ９５ ３ ３ ８１ ３ １ ２１

計 １４ ４３７ 計 １４ ４５０ 計 １３ ４３８ 計 ７ １３３ 計 １０ ２８８ 計 ７ １６７ 計 ４ ９０ 計 １０ ２７１ 計 ９ ２４２ 計 ３ ３５

学級数

９１

・築館幼稚園 ・若柳幼稚園 ・岩ヶ崎幼稚園 ・高清水幼稚園 ・一迫幼稚園 ・瀬峰幼稚園 ・鶯沢幼稚園 ・金成幼稚園 ・ふたば幼稚園 ・花山幼稚園

３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児

４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児

５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児

計 計 計 計 計 計 計 計 計 計

・玉沢幼稚園 ・有賀幼稚園 ・尾松幼稚園 ・金田幼稚園

３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児

４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児

５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児

計 計 計 計

・宮野幼稚園 ・大岡幼稚園 ・文字幼稚園

３歳児 ３歳児 ３歳児

４歳児 ４歳児 ４歳児

５歳児 ５歳児 ５歳児

計 計 計

・富野幼稚園 ・畑岡幼稚園 ・栗駒幼稚園

３歳児 ３歳児 ３歳児

４歳児 ４歳児 ４歳児

５歳児 ５歳児 ５歳児

計 計 計

・宝来幼稚園

３歳児

４歳児

５歳児

計

・鳥矢崎幼稚園

３歳児

４歳児

５歳児

計

３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児

４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児

５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児

計 計 計 計 計 計 計 計 計 計

－

１８

１１９

１２

１２

園児数

－

１２

園児数

－

－

園児数

－

－

１２

児童数

４,１６９

－

－

栗原郡総計

園児数

－

－

－

４５

４５

園児数

－

協　議　項　目

２  町村別小学校

　  学級数、児童数

４　町村別幼稚園

　　園児数

瀬峰町 鶯沢町 金成町築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 志波姫町 花山村

参　　　　　　　　考　　　　　　　　項　　　　　　　　目

一迫町

専門部会名（ 学校教育 部会）　　分科会（ 学校教育 分科会）　№-3

３　中学校別学級数

４　幼稚園別園児数

　　生徒数

園児数

－

４０

４４

８８

特殊学級　１学級２人 特殊学級　１学級１人特殊学級　１学級１人 特殊学級　１学級２人 特殊学級　１学級１人 特殊学級　１学級２人特殊学級　２学級２人

園児数

－

実務学級　１学級１人
中央病院分校　１学級１人

特殊教室　２学級４人

栗原郡総計
児童数

２,５５１

１４

１４

園児数

－

１１

１１

園児数

－

－

７７

７７

２０

２０

２５ － ６４ １１

－ － ４７ １１

園児数 園児数 園児数 園児数園児数

－

２８

３９

－

５２

５７

１０９

７８

園児数

－

園児数

２６

３７

６３

園児数

－

９

園児数

－

４１

３７

１０

１９

園児数

－

１３

１３

園児数

－

２６

園児数

－

６

７

１１

１８

園児数

－

２０

２６

４６

８

１４

２５

園児数

－

２８

３９

６７

園児数

－

１２

１３

４６

園児数

－

－

６３

６３

園児数

－

２５

２１

１６３

園児数

１１

１１

１５

３７

園児数

４７

６４

５２

園児数

－

－

９０

園児数

－

－

１１９

園児数

－

１０２

１１６

園児数

－

２０

２６

６３ １６３ ３７

２１ ６３ ５２ １５

栗原郡総計
園児数

９５８

４６２１８ ４６９０ １１９ ６７

栗原地域合併協議会
資料訂正　若柳町　畑岡幼稚園・園児数（園児数合計）誤：１１９人　⇒　正：１８人H16.3.31訂正。

栗原地域合併協議会
資料訂正　一迫町　一迫幼稚園・園児数（園児数合計）誤：８８人　⇒　正：８４人H16.3.31訂正



学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数 学校名 学級数 児童数

築館 １５ ４５０ 若柳 １７ ４１７ 岩ヶ崎 １０ ２４８ 高清水 ９ ２４５ 一迫 ７ ２１７ 瀬峰 １４ ２７４ 鶯沢 ７ １７５ 沢辺 ７ １３２ 志波姫 １５ ３９４ 花山 ７ ５８

玉沢 ７ １３２ 大目 ４ ３０ 尾松 ７ １９２ 金田 ７ ８２ 金成 ６ ９３

宮野 ９ １１３ 有賀 ６ １０２ 文字 ８ ６６ 長崎 ７ ６４ 萩野 ７ ８０

富野 ５ ３９ 大岡 ６ ５６ 栗駒 ６ ８０ 姫松 ７ ６１ 萩野第二 ７ ４８

畑岡 ８ １２０
栗駒小
耕英分校

２ ３ 津久毛 ６ ６２

宝来 ７ ５８

鳥矢崎 ６ ７８

計 ３６ ７３４ 計 ４１ ７２５ 計 ４６ ７２５ 計 ９ ２４５ 計 ２８ ４２４ 計 １４ ２７４ 計 ７ １７５ 計 ３３ ４１５ 計 １５ ３９４ 計 ７ ５８

学級数

２３６

・築館中学校 ・若柳中学校 ・栗駒中学校 ・高清水中学校 ・一迫中学校 ・瀬峰中学校 ・鶯沢中学校 ・金成中学校 ・志波姫中学校 ・花山中学校

学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数 学年 学級数 児童数

１ ４ １２７ １ ４ １４８ １ ３ １１６ １ １ ３４ １ ３ ９９ １ ２ ４６ １ １ ３０ １ ３ ８４ １ ２ ７２ １ １ ７

２ ４ １５３ ２ ４ １４０ ２ ４ １５０ ２ ２ ５３ ２ ３ ８３ ２ ２ ５３ ２ １ ２５ ２ ３ ９０ ２ ３ ８８ ２ １ ７

３ ４ １５５ ３ ４ １５８ ３ ５ １７０ ３ ２ ４４ ３ ３ １０５ ３ ２ ６６ ３ １ ３４ ３ ３ ９５ ３ ３ ８１ ３ １ ２１

計 １４ ４３７ 計 １４ ４５０ 計 １３ ４３８ 計 ７ １３３ 計 １０ ２８８ 計 ７ １６７ 計 ４ ９０ 計 １０ ２７１ 計 ９ ２４２ 計 ３ ３５

学級数

９１

・築館幼稚園 ・若柳幼稚園 ・岩ヶ崎幼稚園 ・高清水幼稚園 ・一迫幼稚園 ・瀬峰幼稚園 ・鶯沢幼稚園 ・金成幼稚園 ・ふたば幼稚園 ・花山幼稚園

３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児

４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児

５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児

計 計 計 計 計 計 計 計 計 計

・玉沢幼稚園 ・有賀幼稚園 ・尾松幼稚園 ・金田幼稚園

３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児

４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児

５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児

計 計 計 計

・宮野幼稚園 ・大岡幼稚園 ・文字幼稚園

３歳児 ３歳児 ３歳児

４歳児 ４歳児 ４歳児

５歳児 ５歳児 ５歳児

計 計 計

・富野幼稚園 ・畑岡幼稚園 ・栗駒幼稚園

３歳児 ３歳児 ３歳児

４歳児 ４歳児 ４歳児

５歳児 ５歳児 ５歳児

計 計 計

・宝来幼稚園

３歳児

４歳児

５歳児

計

・鳥矢崎幼稚園

３歳児

４歳児

５歳児

計

３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児 ３歳児

４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児 ４歳児

５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児 ５歳児

計 計 計 計 計 計 計 計 計 計

－

１８

１１９

１２

１２

園児数

－

１２

園児数

－

－

園児数

－

－

１２

児童数

４,１６９

－

－

栗原郡総計

園児数

－

－

－

４５

４５

園児数

－

協　議　項　目

２  町村別小学校

　  学級数、児童数

４　町村別幼稚園

　　園児数

瀬峰町 鶯沢町 金成町築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 志波姫町 花山村

参　　　　　　　　考　　　　　　　　項　　　　　　　　目

一迫町

専門部会名（ 学校教育 部会）　　分科会（ 学校教育 分科会）　№-3

３　中学校別学級数

４　幼稚園別園児数

　　生徒数

園児数

－

４０

４４

８８

特殊学級　１学級２人 特殊学級　１学級１人特殊学級　１学級１人 特殊学級　１学級２人 特殊学級　１学級１人 特殊学級　１学級２人特殊学級　２学級２人

園児数

－

実務学級　１学級１人
中央病院分校　１学級１人

特殊教室　２学級４人

栗原郡総計
児童数

２,５５１

１４

１４

園児数

－

１１

１１

園児数

－

－

７７

７７

２０

２０

２５ － ６４ １１

－ － ４７ １１

園児数 園児数 園児数 園児数園児数

－

２８

３９

－

５２

５７

１０９

７８

園児数

－

園児数

２６

３７

６３

園児数

－

９

園児数

－

４１

３７

１０

１９

園児数

－

１３

１３

園児数

－

２６

園児数

－

６

７

１１

１８

園児数

－

２０

２６

４６

８

１４

２５

園児数

－

２８

３９

６７

園児数

－

１２

１３

４６

園児数

－

－

６３

６３

園児数

－

２５

２１

１６３

園児数

１１

１１

１５

３７

園児数

４７

６４

５２

園児数

－

－

９０

園児数

－

－

１１９

園児数

－

１０２

１１６

園児数

－

２０

２６

６３ １６３ ３７

２１ ６３ ５２ １５

栗原郡総計
園児数

９５８

４６２１８ ４６９０ １１９ ６７



協議第１９号 
 

消防防災関係事業について 
 
 消防防災関係事業について、次のとおり提案する。 
 

平成１５年１０月 ９日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

消防防災関係事業について 
① 災害対策本部については、防災又は災害時に果たす役割は大きく、 
新市移行までに調整するものとする。 

② 防災計画については、現行の防災計画を基本とし、新市において速やか 
 に策定するものとする。災害対策基準等（行動マニュアル）を新市移行 
までに作成し、災害時等支障のないように対応するものとする。 

③ 自主防災組織については、合併時までに調整する。 
④ 防災行政無線については、合併後にシステムを統合する。未設置地域に 
 ついては、速やかに設置する方向で調整する。 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日確認 



関　　係　　項　　目

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

条例 築館町災害対策本部条例 若柳町災害対策本部条例 栗駒町災害対策本部条例 高清水町防災会議条例 一迫町災害対策本部条例 瀬峰町災害対策本部条例 鶯沢町災害対策本部条例 金成町災害対策本部条例 志波姫町災害対策本部条例 花山村災害対策本部条例

制定日 昭和３７年１２月２１日 昭和３８年　１月　４日 昭和３７年１２月２８日 昭和３７年１２月２８日 昭和３７年１２月２１日 昭和３７年１２月２４日 昭和３８年２月１１日 昭和３７年１２月２０日 昭和３７年１２月２７日 昭和３７年１２月２１日

築館町地域防災計画 若柳町地域防災計画 栗駒町地域防災計画 高清水町地域防災計画 一迫町地域防災計画 瀬峰町防災計画 鶯沢町地域防災計画 金成町地域防災計画 志波姫町地域防災計画 花山村地域防災計画

条例 築館町防災会議条例 若柳町防災会議条例 栗駒町防災会議条例 高清水町防災会議条例 一迫町防災会議条例 瀬峰町防災会議条例 鶯沢町防災会議条例 金成町防災会議条例 志波姫町防災会議条例 花山村防災会議条例

制定日 昭和３７年１２月２１日 昭和３８年　１月　４日 昭和３７年１２月２８日 昭和３７年１２月２８日 昭和３７年１２月２１日 昭和３７年１２月２４日 昭和３８年　２月１１日 平成１３年　６月２８日（全部改正） 昭和３７年１２月２７日 昭和３７年１２月２１日

委員数（定数） －人（40人） －人（定数：３０人以内） －人（３９人） －人（２０人以内） －人（２５人以内） ３０人（３０人以内） ３０人（３０人） ２４人（２４人） －人（３８人） －人（２７人以内）

策定日 昭和６１年　２月　５日 平成１０年　９月２２日 平成１１年　９月２９日 平成１２年　３月３０日 平成　７年　３月３１日 平成　３年　３月３０日 平成１５年　３月３１日 平成１４年　３月１４日 平成　３年　３月３０日 平成　４年１０月３０日

名称 築館町婦人防火クラブ 若柳町婦人防火クラブ 栗駒町婦人防火クラブ 高清水町婦人防火クラブ 一迫町婦人防火クラブ 瀬峰町婦人防火クラブ 鶯沢町婦人防火クラブ 金成町婦人防火クラブ 志波姫町婦人防火クラブ 花山村婦人防火クラブ

団体数（141クラブ） ２８クラブ ７クラブ ２２クラブ ４クラブ ２２クラブ １１クラブ ８クラブ ２４クラブ ７クラブ ８クラブ

会員数（6,890名） １，８１０名 ３３６名 ４７９名 ９１名 １，５１９名 １０１名 ８１２名 ９２０名 ５００名 ３２２名

補助金 あり（２３２，０００円＋４０，０００円） あり（98,000円：14,000×７クラブ） あり（７５，０００円） あり（３４５，０００円） あり（２７９，０００円） あり（１４４，０００円） あり（７５，０００円） あり（１３９，０００円） あり（１４０，０００円） あり（２００，０００円）

名称 築館町消防団後援会 若柳町消防後援会 栗駒町消防団後援会 世話係 瀬峰町自衛消防隊 消防団世話役 花山村職員消防隊

団体数 １団体 １団体 １団体 １団体 １団体 １団体 １団体

会員数 １３７名 ８０名 ２７名 １３名 １６名 ３４名 ２０名

補助金 あり（８１，０００円） なし なし なし（出動手当５，５００円） あり（１６，０００円） なし（日額報償：４，１００円） なし

なし なし

同報系 基地局名称 ぼうさいつきだてこうほう ぼうさいわかやなぎこうほう ぼうさいくりこまこうほう ぼうさいたかしみず ぼうさいいちはさまこうほう ぼうさいせみねこうほう ぼうさいぐいすざわこうほう ぼうさいはなやまこうほう

整備年度 平成６～７年度 昭和５４年度 昭和６１～６２年度 昭和５４～５５年度 昭和５２～６３年度 平成　９～１０年度 平成　２年度 昭和６３年度

周波数 Ｆ３Ｅ６８．５９５ＭＨｚ　５Ｗ Ｆ３Ｅ６８．８９５ＭＨｚ　３Ｗ Ｆ３Ｅ６９．４０５ＭＨｚ　１０Ｗ Ｆ３Ｅ６９．１６５ＭＨｚ　５Ｗ Ｆ３Ｅ６９．７５ＭＨｚ　５Ｗ １６Ｋ０Ｆ２Ｄ６９．４６５ＭＨｚ　５Ｗ Ｆ３Ｅ６９．７２ＭＨｚ　５Ｗ Ｆ３Ｅ６９．４９５ＭＨｚ　　１０Ｗ

子局数 ５７局 ３８局 ７４局 １３局 ４３局 ２９局 １６局 １５局

（内訳） 　築館地区:１８局 　有賀地区:６局 　栗駒地区:１２局 （地区指定なし） 　一迫地区:１２局 　大里地区：１４局 　南郷地区:９局 　草木沢地区:７局

　玉沢地区:２５局 　大岡地区:４局 　岩ヶ崎地区:４局 　金田地区:９局 　藤沢地区：１５局 　北郷地区:４局 　本沢地区:８局

　宮野地区:　９局 　川北地区:１１局 　鳥矢崎地区:２０局 　長崎地区:１２局 　袋地区:３局

　富野地区:　５局 　川南地区:８局 　文字地区:７局 　姫松地区:１０局

　畑岡地区:９局 　尾松地区:２１局

　姫松地区:１０局

戸別受信機 ２９台 なし ３７７台 なし なし ３１台 ５２台 ３３０台

（内訳） ・消防団最高幹部 ※受令機（消防本部無線）２０台 ・難聴宅に設置 ・消防団幹部 ・難聴宅に設置 ・難聴個別世帯

・災害関係担当者 　（消防団幹部１６台、総務課４台） ・一部の職員

免許の期間 平成１４年１２月～１９年１１月 平成１３年　６月～１８年　５月 平成１４年１２月～１９年１１月 平成１３年　６月～１８年　５月 平成１４年１２月～１９年１１月 平成１４年１２月～１９年１１月 平成１４年１２月～１９年１１月 平成１４年１２月～１９年１１月

委託先 ㈱沖電気カスタマアドテックサービス ㈱沖電気カスタマアドテックサービス ㈱日立国際電気サービス東北支店 ㈱沖電気カスタマアドテックサービス 新潟通信機㈱ ㈱日立国際電気サービス東北支店 ㈱有電社 日本電気興業㈱

保守料 ２，１００，０００円 １，１２４，５５０円 ２，３１０，０００円 －円（移動系保守料に含む） ９４５，０００円（移動系保守料含む） １，２２９，０００円 ６９８，０００円 ２９２，００５円

移動系 基地局名称 ぼうさいつきだて ぼうさいわかやなぎ ぼうさいくりこま ぼうさいたかしみず ぼうさいいちはさま ぼうさいせみね ぼうさいうぐいすざわ ぼうさいかんなり ぼうさいしわひめ ぼうさいはなやま

整備年度 平成　２年度 昭和５４年度 昭和６１年度 昭和５４～５５年度 平成　２～　６年度 昭和５６年度 平成　２年度 昭和５１年度 昭和６１年度 昭和６３年度

周波数 Ｆ３Ｅ４６６．７１２５ＭＨｚ　１０Ｗ Ｆ３Ｅ４６６．８１２５ＭＨｚ　１０Ｗ Ｆ３Ｅ１５３．７３ＭＨｚ　５Ｗ Ｆ３Ｅ４６６．１６２５ＭＨｚ　５Ｗ Ｆ３Ｅ４６６．０３７ＭＨｚ　５Ｗ Ｆ３Ｅ４６６．８７５ＭＨｚ　５Ｗ Ｆ３Ｅ４６６．１１２５ＭＨｚ　１０Ｗ F３E４６６．９７５ＭＨｚ　１０Ｗ F３E４６６．１３７５ＭＨｚ　２Ｗ Ｆ３Ｅ１４６．０２ＭＨｚ　５Ｗ

移動局数 １２局 ９局 １９局 １９局 １５局 ４局 １５局 １３局 １０局 ２０局

内訳 ５局:Ｆ３Ｅ４６６．７１２５ＭＨｚ　１０Ｗ ９局:Ｆ３Ｅ４６６．８１２５ＭＨｚ　５Ｗ １９局:Ｆ３Ｅ１５３．７３ＭＨｚ　４Ｗ １９局:Ｆ３Ｅ４６６．１６２５ＭＨｚ　５Ｗ　 ８局:Ｆ３Ｅ４６６．０３７ＭＨｚ　５Ｗ ４局:Ｆ３Ｅ４６６．８７５ＭＨｚ　５Ｗ １５局:Ｆ３Ｅ４６６．１２２５ＭＨｚ　１０Ｗ ５局:F３E４６６．９７５ＭＨｚ　１０Ｗ ６局:F３E４６６．１３７５ＭＨｚ　５Ｗ ２０局:Ｆ３Ｅ１４６．０２ＭＨｚ　５Ｗ

７局:Ｆ３Ｅ４６６．７１２５ＭＨｚ　　１Ｗ ７局:Ｆ３Ｅ４６６．０３７ＭＨｚ　３Ｗ ８局:F３E４６６．９７５ＭＨｚ　５Ｗ ４局:F３E４６６．１３７５ＭＨｚ　３Ｗ

免許の期間 平成１３年　６月～１８年　５月 平成１３年　６月～１８年　５月 平成１３年　６月～１８年　５月 平成１３年　６月～１８年　５月 平成１３年　６月～１８年　５月 平成１３年　６月～１８年　５月 平成１３年　６月～１８年　５月 平成１３年　６月～１８年　５月 平成１３年　６月～１８年　５月 平成１２年　６月～１７年　５月

委託先 共桑電通㈱東北支店 ㈱沖電気カスタマアドテックサービス 東北移動通信㈱ ㈱沖電気カスタマアドテックサービス 新潟通信機㈱ ㈱日立国際電気サービス東北支店 ㈱有電社 日本電気興業㈱ 新潟通信機㈱ 日本電気興業㈱

保守料 ２８９，８００円 －円（同報系保守料に含む） なし ５５９，８００円（同報系保守料含む） －円（同報系保守料に含む） なし －円（同報系保守料に含む） なし １４７，０００円 ３３９，９９０円

無線免許有資格者 特殊無線技士:１名 特殊無線技士:なし 特殊無線技士:１名 特殊無線技士:１名 特殊無線技士:なし 特殊無線技士:なし 特殊無線技士:なし 特殊無線技士:なし 特殊無線技士:なし 特殊無線技士:５名

第二種陸上特殊無線技士:４名 第二種陸上特殊無線技士:１０名 第二種陸上特殊無線技士:３名 第二種陸上特殊無線技士:５名 第三種陸上特殊無線技士:４名 第三種陸上特殊無線技士:２０名 第二種陸上特殊無線技士:７名 第三種陸上特殊無線技士:３名 第二種陸上特殊無線技士:１０名 第二種陸上特殊無線技士:８名

定時広報 なし 午前８時 なし なし なし 午前９時 なし なし 午前７時 なし

正午 午後３時 午後０時３０分

午後５時 午後７時３０分　　　　※有線使用
ミュージックチャイ
ム

午前６時３０分:野バラ 午前６時:チャイム 午前６時３０分：ウエストミンスターの鐘 午前６時:希望の鐘 午前６時３０分:チャイム 午前６時:恋は水色 午前６時:希望 なし なし 午前５時（冬季６時）:チャイム

正午:エーデルワイス 正午:チャイム 正午：ウエストミンスターの鐘 正午:釣鐘草 正午:チャイム 正午:ふるさと 正午:うぇすと９９ 正午:チャイム

午後５時:夕焼けこ焼け 午後５時:チャイム及び夕焼けこ焼け 午後５時：家路 午後５時:家路 午後５時:家路・夕焼けこ焼け（季節毎） 午後５時:夕焼けこ焼け 午後６時:夕焼けこ焼け 午後５時:家路

午後９時:チャイム 午後９時:チンチャン 午後９時:チャイム

フリー放送時間 午前９時 随時 なし なし なし なし なし なし なし なし

午後１時３０分

午後５時３０分

消防防災関係事業

４．防災行政無線

栗原地域合併協議会の調整方針
専門部会名（総務部会）　　分科会（消防分科会）　№-1

調整方針・調整内
容

①災害対策本部については、防災又は災害時に果たす役割は大きく、新市移行までに調整するものとする。

②防災計画については、現行の防災計画を基本とし、新市において速やかに策定するものとする。災害対策基準等（行動マニュアル）を新市移行までに作成し、災害時等支障のないように対応するものとする。

協　　定　　項　　目 災害対策本部、地域防災計画、防災行政無線、自主防災組織の育成・指導

　　　 利用状況その他

③自主防災組織については、合併時までに調整する。

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

３．自主防災組織の育成・指導

協　議　項　目

１．災害対策本部

２．防災計画

④防災行政無線については、合併後にシステムを統合する。未設置地域については、速やかに設置する方向で調整する。



協議第２０号 
 

建設関係事業について 
 
 建設関係事業について、次のとおり提案する。 
 

平成１５年１０月９日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

建設関係事業について 
 
 ① 町村道については、市道として新市に引き継ぎ、合併後の市道認定基準

については、新市において統一する。 
 ② 各町村が実施してきた維持工事等については、新市移行後も当分の間現

行どおりとし、その後統一した基準により進めるものとする。 
 ③ 道路、河川及び公園の維持管理については、新市において委託等も含め

た方向で検討するものとする。 
 ④ 除雪、融雪事業については、地域的なものもあるため現行どおりとし、 
  新市において基本方針を統一した上で、地域に合わせた実施計画書を作成 

し効果的に実施するものとする。 
⑤ 道路占用料については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
⑥ 急傾斜対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
⑦ 住宅使用料、住宅内駐車料金共に、新市移行後も当分の間現行のとおり

とし、随時調整する。 
 ⑧ 新市における新規入居者に係る資格要件については、合併時までに統一

する。 
 ⑨ 公営住宅の老朽化に伴う、改善・改修及び建替えの維持保全計画（スト

ック活用計画）については、新市において策定する。 
 ⑩ 公営住宅に係る新規事業については、新市において推進する。 
 
 
 

平成  年  月  日確認 



○町道認定路線 区　　分 路線数 実延長（ｍ） 改良率（%） 舗装率(%) 路線数 実延長（ｍ） 改良率（%） 舗装率(%) 路線数 実延長（ｍ） 改良率（%） 舗装率(%) 路線数 実延長（ｍ） 改良率（%） 舗装率(%) 路線数 実延長（ｍ） 改良率（%） 舗装率(%) 路線数 実延長（ｍ） 改良率（%） 舗装率(%) 路線数 実延長（ｍ） 改良率（%） 舗装率(%) 路線数 実延長（ｍ） 改良率（%） 舗装率(%) 路線数 実延長（ｍ） 改良率（%） 舗装率(%) 路線数 実延長（ｍ） 改良率（%） 舗装率(%)

   及び実延長 １級町道 14.0 25,487.2 96.0 93.1 14.0 28,128.5 81.1 91.4 22.0 76,840.0 95.4 95.9 9.0 15,809.0 81.0 94.0 11.0 32,569.2 97.1 96.4 18.0 23,175.0 93.4 99.8 3.0 9,771.2 97.1 100.0 14.0 34,002.8 100.0 100.0 7.0 28,180.0 95.6 100.0 5.0 16,179.0 87.8 92.5

（平成１４年３月末） ２級町道 13.0 18,423.8 95.5 98.1 10.0 13,274.4 93.5 88.9 31.0 51,390.0 77.4 87.4 13.0 13,074.0 57.2 86.3 21.0 39,137.8 87.0 86.6 12.0 16,552.0 87.7 98.4 8.0 14,685.7 70.6 84.1 12.0 11,975.6 94.3 81.4 11.0 16,541.0 99.5 95.1 4.0 12,380.0 85.9 73.0

その他 157.0 129,025.5 67.8 69.8 307.0 194,223.6 48.9 49.8 300.0 204,512.0 38.6 61.9 91.0 51,331.0 76.1 80.7 184.0 142,061.5 52.2 53.5 94.0 47,042.0 89.0 92.5 118.0 58,104.5 61.1 76.1 171.0 125,768.0 62.4 48.3 231.0 174,103.0 75.7 63.1 45.0 47,840.4 44.4 48.0

合　計 184.0 172,936.5 74.9 76.2 331.0 235,626.5 55.2 56.9 353.0 332,742.0 57.7 73.7 113.0 80,214.0 73.2 82.6 216.0 213,768.5 63.3 66.1 124.0 86,769.0 89.9 96.6 129.0 82,561.4 67.1 80.3 197.0 171,746.4 71.6 61.4 249.0 218,824.0 80.0 70.3 54.0 76,399.4 60.3 61.5

（平成１４年３月末）

③道路、河川及び公園の維持管理については、新市において委託等も含めた方向で検討するものとする。 　 ⑥急傾斜対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

④除雪、融雪事業については、地域的なものもあるため現行どおりとし、新市において基本方針を統一した上で、地域に合わ

人工　　　 １箇所（実施済０、未実施 １）

　　　　　　　　　　　※県事業により実施　　　

     ・未実施地区　４地区 人工　　１５箇所（実施済０、未実施１５）

　　　　　　　　　　　※県事業により実施　　　

   ３８箇所（実施済０、未実施３８）

○地すべり危険箇所

   ０箇所

○土石流危険渓流

人工　　　１箇所（実施済０、未実施１）

○急傾斜地区の指定

自然Ⅰ　　８箇所（実施済１、未実施　７）

自然Ⅱ　１４箇所（実施済０、未実施１４）

※県事業により実施

     ・実施済地区　２地区 自然Ⅱ　７８箇所（実施済０、未実施０）

     ・実施中地区　１地区 自然Ⅲ　　０箇所（実施済０、未実施０）

○急傾斜地区の指定 ○急傾斜地区の指定 ○急傾斜地区の指定

   ・７地区 自然Ⅰ　　８箇所（実施済３、未実施５） 自然Ⅱ　　２箇所（未実施２）

自然Ⅱ　１４箇所（実施済０、未実施14）

自然Ⅲ　　０箇所（実施済０、未実施 0）

○急傾斜地区の指定 ○急傾斜地区の指定

自然Ⅰ　　４箇所（実施済2、未実施 2） 自然Ⅰ １個所（未実施１）

○急傾斜地区の指定

自然Ⅰ　 ６箇所（実施済３、未実施３） 自然Ⅰ　　９箇所（実施済２、未実施　７）    ・なし

自然Ⅱ　 ５箇所（実施済０、未実施５）

自然Ⅲ　 ７箇所（実施済０、未実施７）

○急傾斜地区の指定 ○急傾斜地区の指定

自然Ⅱ 18箇所（実施済0、未実施18） 自然Ⅱ　２４箇所（実施済０、未実施２４）

○急傾斜地区の指定

自然Ⅰ　１０箇所（実施済７、未実施３）

   ・委託業者で対応

   ・軽微な場合は、地元行政区（無償）

     及びシルバー人材センターに委託

○道路排水の維持管理

   ・基本的には地元関係者が実施   ・地元対応

   ・緊急時及び重機等の作業が伴う場合

    は業者発注

    ・地元行政区長等の要望により、必要

     に応じ業者発注

   ・重機等の作業が伴う場合は業者委託

   ・基本的には地元行政区にて実施する

    地元対応できない場合は役場対応

   ・直営により対応

○道路排水の維持管理

   ・地元行政区にて実施する

○道路排水の維持管理

   ・基本的には地元行政区にて実施する

   ・地域の愛護団体より対応

   ・高速洗浄による道路清掃は業者委託

   ・必要に応じて業者発注

○道路排水の維持管理

   ・業者発注    ・必要に応じて業者発注 ○道路排水の維持管理 ○道路排水の維持管理    ・小規模補修は臨時職員で対応

   ・予算の中に維持補修費及び工事請    ・年度当初に維持工事請負費を確保    ・必要に応じて業者発注

○軽微な修繕

   ・委託業者で対応

○大規模な修繕

   ・年度当初に維持工事請負費を確保

     負費を確保し業者発注    ・必要に応じて業者発注 ○道路排水の維持管理

    シルバー人材センターに委託     のうえ業者発注 ○大規模な修繕

○大規模な修繕 ○大規模な修繕    ・年度当初に維持工事請負費を確保

○軽微な修繕 ○軽微な修繕 ○軽微な修繕

   ・路面補修等は、職員対応又は    ・路面補修等は、直営と年間単価契約    ・路面補修等は、臨時職員にて対応

   ・必要に応じて業者発注

○道路排水の維持管理    ・必要に応じて業者発注 ○道路排水の維持管理

   ・年度当初に維持工事請負費を確保    ・年度当初に維持工事請負費を確保

○大規模な修繕

○大規模な修繕 ○大規模な修繕    ・年度当初に維持工事請負費を確保

　 ・舗装道・・・業者に依頼    ・路面（砂利道）補修は、業者委託

○軽微な修繕

   ・砂利道・・・砕石運搬敷き均しを委託    ・路面（舗装）補修は、職員対応    ・路面補修等は、職員対応

○軽微な修繕

   ・路面補修等は職員対応

○軽微な修繕 ○軽微な修繕

   ・行政区の区役にて実施する場合は

     材料提供で対応

   ・業者により対応

○道路排水の維持管理

○大規模な修繕

   ・年度当初に維持工事請負費を確保

○大規模な修繕

   ・年度当初に維持工事請負費を確保

○軽微な修繕

   ・路面補修等については、シルバー

    人材センターへ委託対応

   ・行政区にて実施する場合は、材料を供給

○軽微な修繕

   ・直営により対応

   ・簡易舗装等は直営

○大規模な修繕

・志波姫町道路占用料等条例

（区分は別表のとおり）

・花山村道路占用料条例

（区分は別表のとおり）

・瀬峰町道路占用料条例

（区分は別表のとおり）

・金成町道路占用料等条例

（区分は別表のとおり）

・鶯沢町道路占用料条例

（区分は別表のとおり）

・一迫町道路占用料等条例

（区分は別表のとおり） （区分は別表のとおり） （区分は別表のとおり） （区分は別表のとおり） （区分は別表のとおり）

・築館町道路占用料条例 ・若柳町道路占用料等条例 ・栗駒町道路占用料条例 ・高清水町道路占用料条例

延長（ｍ） 橋梁数（橋） 延長（ｍ）延長（ｍ） 橋梁数（橋） 延長（ｍ） 橋梁数（橋）延長（ｍ） 橋梁数（橋） 延長（ｍ） 橋梁数（橋）

１１５ 707 ２０ 518.3６６ ７９８．４ １０１ 1344.9１０８ 1,654.6 ２７ 378.3１７３ 2,774 ２４ ４０１７８ １,３４６．２ １７９ １,５７４

花山村

橋梁数（橋） 延長（ｍ） 橋梁数（橋） 延長（ｍ） 橋梁数（橋） 延長（ｍ） 橋梁数（橋） 延長（ｍ） 橋梁数（橋）

                                                                                                         　　　　　　　　　　　　　　　専門部会名（　建　設　部会）　　分科会（  建　設　分科会）　№-1

①町村道については、市道として新市に引き継ぎ、合併後の市道認定基準については、新市において統一する。

②各町村が実施してきた維持工事等については、新市移行後も当分の間現行どおりとし、その後統一した基準により進めるものとする。

関　係　項　目　建設関係事業 　建設事業

　 　 せた実施計画書を作成し効果的に実施するものとする。

　 ⑤道路占用料については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

協　議　項　目

（１）町道について

○橋梁数及び延長

○認定基準

栗原地域合併協議会の調整方針

協　議　項　目

調整の方針・内容

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

一迫町築館町 若柳町

○道路占用料

栗駒町 高清水町 鶯沢町 金成町瀬峰町 志波姫町

（２）急傾斜対策事業

○維持管理

道路法８，９，１０条 道路法８，９，１０条

 ○その他町長が必要と認めたもの

道路法８，９，１０条 道路法８，９，１０条

 ○基準要綱等は特に定めていないが、

 　 国土交通省通達に基づき１・２級町

    基準とした路面舗装がなされてい

道路法８，９，10条 道路法８，９，10条 道路法８，９，10条

    道を選定し認定している。

 ○両端が道路に接続したもので、幅

    員４m以上の道路

 ○路面については、簡易舗装要綱を     すべきと位置づけられた路線

道路法８，９，10条 道路法８，９，10条

 ○集落間、国県道及び町幹線道路

    を結ぶ路線

 ○町長が必要と認めたもの  ○独自基準なし  ○独自基準なし  ○合併前の村道からの引継ぎ路線

 ○整備計画に基づき町道として管理

道路法８，９，10条

    の回転に支障がない敷地があるこ

 ○土地については、私有地と道路敷

    地が分筆されているものであり、ま

    た道路敷地については町に無償

    る道路

    しない場合においても町道認定で

    きるものとする

 ○独自基準なし

　　と、ただし、同一所有者が所有する

    家屋にあっては１戸とみなす

 ○町の道路網整備計画並びに整備

    事業に必要があると認められる道

    提供できるもの

 ○袋状道路については、利用する家

    屋が２戸以上であり、終端で自動車

○幹線１級及び２級については、幹線

   市町村道の選定要綱による

○その他村道については、村長が必

   要と認めたもの

 ○集落間、国県道及び町幹線道路を

    結ぶ路線

 ○幅員３ｍ以上を有する路線

    路については、上記の各項に該当



３、体制

 

　   林　　　　道　　　１路線

　   通　 学   路　　　２路線

　　　　４　道路等の維持管理については、合併後新市において委託等も含めた方向で検討するもの

　　　　　　とする。
　　　　５　除雪、融雪事業については、地域的なものもあるため現行どおりとし、合併後新市において

　　　　する。
　　９　除雪事業の作業形態については現行どおりとし、新町における除雪計画書に基づき効率的に

（参考資料）先進事例
●篠山市（兵庫県）平成１１年４月１日合併（４町）

２　町道、橋梁、港湾工事に係る費用については、全額新市の負担とする。
３　建設関係事業については、新市の建設計画に基づき計画的に実施し、継続事業は引き続

4　道路占用料及び路面復旧費については、香川県に準ずるものとするが、橋梁維持管理

　　　　２　建設関係事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施し、継続事業については、

　　　　　　る。

　　き実施する。

　　条例は廃止する。

３　建設関係事業については、新市建設計画に基づきに計画的に実施し、継続事業について

　　は新市においても引き続き実施する。

　　　　　　基本方針を統一した上で、地域に合わせた実施計画書を作成し効率的に実施するものとす

●さぬき市（香川県）平成１４年４月１日合併（４町）
１　町道、港湾関係については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、路線区分については新

　　市で調整するものとする。

　　　　　　新市においても引き続き実施する。
　　　　３　各町が慣例として実施してきた維持工事等については、当分の間継続し、その後統一した

　　　　　　基準により進めるものとする。

　　　　実施するものとする。なお、委託料、借上料等については、新町において調整する。

　　６　都市計画区域については、現行のとおりとし、新町に引き継ぐ。
　　７　用地買収価格の設定については、合併時に不動産鑑定士の評価による価格とする。
　　８　潤いのある緑の街並み助成事業（生け垣設置に関する助成制度）については、合併時に廃止

４　生活環境整備事業補助金制度については、合併時廃止する。

　　３　新町建設工事執行規則については、宮城県建設工事執行規則を参照して合併時まで定める。

　　４　入札関係については、基準及び実施要綱等を合併時まで定める。
　　５　都市計画審議会については、新町において新たに設置する。

　　　　の継続事業については、新町においても引き続き実施する。

　　　　●登米地域合併協議会（宮城県）平成１７年３月２２日合併予定（９町）
　　　　１　町道及び法定外公共物については新市に引き継ぎ、市道の認定基準については、合併後

　　　　　　新市において統一する。
１　町道については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
２　町道、橋梁工事にかかる受益者負担については、篠山町及び丹南町の例による。

　　●加美町（宮城県）平成１５年４月１日合併（３町）
　　１　町道については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
　　２　建設関係事業については、新町建設計画に基づき計画的に実施するものとし、国・県補助

   企業に委託○管理

　 業者委託及び地区行政区管理委託

   直営作業班（グレーダー２台）除雪

○管理

　 業者委託及び管理棟嘱託

   業者委託除雪（１６社）

   直営作業班（融雪車１台）融雪

　・桂葉清水公園（         ０．２ha）

　・柳沢公園（       ２，７００ ㎡）　・五輪堂山公園（　　８．５ha）

　・野沢農村公園（　　０．３ha）

　・上富農村公園（　　０．２ha）

○町児童厚生施設条例　・金田森公園（ ２８６，０００ ㎡）　・一迫町中央公園（ ４６，０００ ㎡）

○町工業団地公園の設置及び管理に関する条例○町都市公園管理条例○町公園条例 ○町児童厚生施設設置条例

○管理

　 業者委託及び河川愛護団体刈払作業委託

○管理

　 シルバー人材センターに管理、除草作業委託

　・館山公園（          １．２ha）

 　・金成工業団地公園（０．２５ha）

○管理

   業者委託及び地区民による除草・清掃

○管理

   業者委託及び地元老人クラブ、団地内

　・大境山農村公園（ ０．２ha）

      融雪は、シルバー人材センターに委託。

　・泉谷農村公園（　　０．２ha）

　・中藤沢農村公園（ ０．１ha）

　・山崎農村公園（　　０．３ha）

　　 借上機械　　４台

　　町有機械　　２台

○管理

　 業者委託及びシルバー人材センター

　・金成児童公園（    ０．０７ha） 　・八樟農村公園（１．０ha）

　・三迫川河川公園（ ０．５ha）

○管理

　 業者委託

　・堤通2号公園(　   ２，５５０　㎡)

○町コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例

　・小山下清水公園（神社境内地の一部） 　 町直轄管理（除草等は業者委託）

○町公園条例　・愛宕山公園（国有地： ７．３ha）

　・町運動公園（   １．２ha）

　・新堰公園（      ０．８ha）

　・カリヨン公園（   ０．６ha）

　  計測したとき。

除雪：町道172路線、農道９路線             林道11路線

    融雪：村道１４路線、農道１路線    

 　　　　　林道４路線

    その他町道３０路線、通学路７路線 　　業者委託除雪（６社）

 ・総合運動公園（５３．９ha） 　・川南1号公園(　　 ２，３１３　㎡) 　・つるが公園（ 　　 １，４００　㎡）

    １・２級町道２７路線  

金成町 志波姫町

２、主な除雪等路線

　　　1、2級町道　　24路線

１、基準

    原則として役場前において降雪量が

２、主な除雪等路線

     ７㎝を計測したとき。

２、主な除雪等路線

花山村

   陸上競技場等の運動施設類） 　・川北河川公園(　１２，５３３　㎡) 　・軽辺観水公園（　　　１．１８ｈa） 　・高清水城外濠公園（　 ０．７ha） ○管理

○三迫川河川公園管理要綱

○町公園設置の設置及び管理に関する条例

高清水町

   する。

一迫町協　議　項　目 築館町 若柳町 栗駒町 瀬峰町 鶯沢町

   するものとする。融雪剤散布作業

   等は、建設課長の指示により出動

１、基準

    路面積雪が１０㎝程度に達したとき。     役場前において降雪量が１０㎝を

１、基準

    計測した場合に建設課長の出勤       融雪は、除雪後路面凍結の恐れが

（４）除雪、融雪対策 １、基準

    役場前において降雪量が１０㎝を

   計測したとき、若しくは本部長によ

３、体制

 　り出動命令が発せられたとき出動 

１、基準

    役場前において降雪量が１０㎝を

２、主な除雪等路線

　　１・2級町道２１路線

    ある場合。

２、主な除雪等路線

　　その他町道７１路線

　　融雪箇所（１１３ヶ所）

    融雪は、町保有の2台で対応

２、主な除雪等路線

     前日に依頼する。基本的散布判    

     断は委託業者。

    その他生活道路等

３、体制

    町保有の除雪機械４台と委託業者

　　除雪　:　町道214路線、農道22路線

　  計測したとき。

    り出動命令が発せられたとき。

　　直営除雪（除雪トラック２台）

    役場前において降雪量が１０㎝を

    計測したとき、若しくは本部長によ

    融雪については、融雪財箱を１１箇所

    設置。

　　融雪　:  町道　18路線、農道 3路線

　　命令が発せられたとき。

１、基準

    原則として役場前において降雪量が

２、主な除雪等路線

     １０㎝を計測したとき。

１、基準

     事前に凍結が予想される場合は、

  （体育館・プール・野球場・ゲートボール場

　・堤通1号公園(　   ３，０５０　㎡)

　・館山公園（　　　８２，０００　㎡） 　・新堤自然公園（　　　　 ０．２ha）　・川南2号公園(　　 １，４３４　㎡)

 ・いこいの森（40ha） 　・川南河川公園(　１５，０７２　㎡) 　・三迫川河川敷公園（３．３６ha）

　　融雪 町道１３路線

○町公園設置並びに条例管理に関する条例

     業者委託。

２、主な除雪等路線

    指定路線　２３９路線

    学校周辺の歩道

    指定路線　１０４路線

１、基準

　　　降雪量１０㎝を観測したとき。

     予想されるとき及び地元から要請

      されたとき。

     融雪は、バス路線を対象に凍結が

　　　１・２級町道　　  ８路線

　　  その他町道　１２３路線

３、体制

     業者委託。     業者委託。

　　除雪 町道１００路線、農道６路線

　　　その他町道　117路線　   農　　　　道　　　５路線

（５）公園施設 ○町都市公園条例 ○町都市公園管理条例

３、体制

     業者委託。

　　　農道　　　　　　27路線

　　　通学路　　　　　３路線

    役場前において降雪量が１０㎝を

１、基準

２、主な除雪等路線

    除雪：村道４６路線、農道１８路線

１、基準

　　　降雪量１0㎝を観測したとき。

２、主な除雪等路線

     融雪は、路面の状況により実施。

３、体制

     業者委託。（確保機械７台） ３、体制

     直営（町有除雪トラック2台）

    その他幹線生活道路等

３、体制

  　融雪委託（１１３ヶ所）

３、体制

     業者委託。（確保機械13台）

３、体制

     業者委託。

    村有機械5台

    借上げ機械2台

     直営（町有トラクター１台）

○一部河川愛護会で除草作業実施○河川愛護団体２５団体 ○河川愛護会連合会で除草作業を実施○河川愛護団体が、年１回除草実施 ○河川愛護８団体が、除草実施○河川愛護会連合会を組織し、年２回 ○河川愛護連合会が、除草実施 ○河川愛護協会を組織し各行政区及び

   一部委託で除草作業実施

○河川愛護９団体が、年１回除草実施

   除草作業

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

○地域の河川愛護会（１０団体）により（３）河川愛護
   除草実施



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

770 770 770 770 770 770 770 770 770 770

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

690 690 690 690 690 690 690 690 690 690

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

520 520 520 520 520 520 520 520 520 520

360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Aに0.003を乗じて得た額 Aに0.003を乗じて得た額 Aに0.003を乗じて得た額 Aに0.003を乗じて得た額 Aに0.003を乗じて得た額 Aに0.003を乗じて得た額 Aに0.003を乗じて得た額 Aに0.003を乗じて得た額 Aに0.003を乗じて得た額 Aに0.003を乗じて得た額

Aに0.005を乗じて得た額 Aに0.005を乗じて得た額 Aに0.005を乗じて得た額 Aに0.005を乗じて得た額 Aに0.005を乗じて得た額 Aに0.005を乗じて得た額 Aに0.005を乗じて得た額 Aに0.005を乗じて得た額 Aに0.005を乗じて得た額 Aに0.005を乗じて得た額

Aに0.006を乗じて得た額 Aに0.006を乗じて得た額 Aに0.006を乗じて得た額 Aに0.006を乗じて得た額 Aに0.006を乗じて得た額 Aに0.006を乗じて得た額 Aに0.006を乗じて得た額 Aに0.006を乗じて得た額 Aに0.006を乗じて得た額 Aに0.006を乗じて得た額

710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

一時的に設けるもの 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10

その他のもの 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

その他のもの 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

その他のもの 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

車道を横断するもの 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

その他のもの 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

階数が１のもの Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額

階数が２のもの Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額

階数が３のもの Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額

階数が４以上のもの Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額

Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額

階数が１のもの Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額

階数が２のもの Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額 Aに0.011を乗じて得た額

階数が３のもの Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額 Aに0.015を乗じて得た額

階数が４以上のもの Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額 Aに0.016を乗じて得た額

Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.008を乗じて得た額

道路法施行令
第7条第8号に
掲げる休憩所
給油所及び自
動車修理所

参　　　　　　　　考　　　　　　　　　事　　　　　　　　　項

道路法施行令第7条第4号に掲げる仮説建築物及び同条第5号に掲げる施設 占用面積１㎡につき1月

外径が０．４ｍ以上１ｍ未満のもの

道路法施行令
第7条第6号に
掲げる施設並
びに同条第7
号に掲げる施
設及び自動車

駐車場

階数が１のもの

階数が２のもの

階数が３のもの

アーチ

道路法施行令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

道路法施行令
第7条第1号に
掲げる物件

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

建築物

外径が０．２ｍ以上０．４ｍ未満のもの

地下に設ける通路

その他のもの

外径が１ｍ以上のもの

上空に設ける通路

長さ１ｍにつき1年

道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

道路法第32条
第1項第6号に
掲げる施設

表示面積１㎡につき1年

占用面積１㎡につき1年

道路法第32条
第1項第1号に
掲げる工作物

道路法第32条
第1項第2号に
掲げる物件

第１種電柱

共架電線その他上空に設ける線類

占用面積１㎡につき1年

占用面積１㎡につき1年

旗ざお

幕（道路法施工令第7条第2号に掲げる工
事用施設であるものを除く）

看板（アーチあるものを除く。）

その他のもの

標識

占用面積１㎡につき1日

占用面積１㎡につき1月

表示面積１㎡につき1日

占用面積１㎡につき1月

その面積の１㎡につき1月

占用面積１㎡につき1月

1基につき1月

1本につき1年

１本につき１日

1本につき1月

その面積の１㎡につき1日

協　　議　　項　　目

第２種電柱

第３種電柱

第１種電話柱

占用物件

　　道路占用料

道路法第32条
第1項第5号に
掲げる物件

地下街及び地下室

地下に設ける変圧器

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

郵便差出箱

広告塔

その他のもの

外径が０．１ｍ未満のもの

外径が０．１ｍ以上０．１５ｍ未満のもの

外径が０．１５ｍ以上０．２ｍ未満のもの

路上に設ける変圧器

第２種電話柱

第３種電話柱

その他の柱類

地下電線その他地下に設ける線類

長さ１ｍにつき1年

1個につき1年

占用面積１㎡につき1年

単　　位

１本につき1年

長さ１ｍにつき1年

上空、トンネルの上又は自動車専用道路
（高架のものに限る。）の路面下に設け
る
もの

占用面積１㎡につき1年

占用面積１㎡につき1年

その他のもの

その他のもの



関　　係　　項　　目

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村
○公営住宅 ○公営住宅 ○公営住宅 ○公営住宅 ○公営住宅 ○公営住宅 ○公営住宅 ○公営住宅 ○公営住宅

団地数及び戸数 　　①団地数　　　　　　１１団地      ①団地数　　　　　　 ６団地      ①団地数　　　　　　  ３団地      ①団地数　　　　　　５団地      ①団地数　　　　　　 ３団地      ①団地数　　　　　　  ５団地      ①団地数　　　　　　 ９団地      ①団地数　　　　　   １団地      ①団地数　　　　　   ４団地
　　②戸　 数　　　　　　 １４３戸      ②戸　 数　　　　　   １１３戸      ②戸　 数　　　　　　 １０１戸      ②戸　 数　　　　　  １７６戸      ②戸　 数　　　　　    ７２戸      ②戸　 数　　　　　　   ７２戸      ②戸　 数　　　　　　  ９１戸      ②戸　 数　　　　　　  ２８戸      ②戸　 数　　　　　　  ７７戸

○特定公共賃貸住宅 ○厚生住宅 ○特定公共賃貸住宅 ○特定公共賃貸住宅
     ①団地数　　　　　   １団地      ①団地数　　　　　  ２団地      ①団地数　　　　　    １団地      ①団地数　　　　　   １団地
     ②戸　 数　　　　　 　 ２０戸      ②戸　 数　　　　  　    ４戸      ②戸　 数　　　　　　 １２戸      ②戸　 数　　　　　 　 　９戸
○町単独住宅 ○改良住宅
     ①団地数　　　　　    1団地      ①団地数　　　　　　 １団地
     ②戸　 数　　　　　 　     1
戸

     ②戸　 数　　　　　　  １０戸
○一般町営住宅
     ①団地数　　　　　   ２団地
     ②戸　 数　　　　　 　 ２３戸

○町有地　　３３，６５２．２㎡ ○町有地　　２４，１１４　㎡ ○町有地　　１５，５０７　㎡ ○町有地　　　２９，６６２　㎡ ○町有地　　　１６，７５１　㎡ ○町有地　　　１８，７４０　㎡ ○町有地　　　５０，２３４　㎡ ○町有地　　　　７，４１１　㎡ ○町有地　　　　９，３５７　㎡ ○町有地　　　　　　　　　　　㎡
住宅敷地 ○借   地　　　　　　　　 ０㎡ ○借   地　　　　　　 ０  ㎡ ○借   地　　　１，４０２　㎡ ○借   地　　　　　　　 ０　㎡ ○借   地　　　　　　　 ０　㎡ ○借   地　　　　　　　 ０　㎡ ○借   地　　　２０，６６７　㎡ ○借   地　　　　１，９４９　㎡ ○借   地　　　　７，３７３　㎡ ○借   地　　　　　　　　　　  ㎡

※ただし、公園・道路・その他の敷地を含む

○公営住宅法施行令第２条に規 ○公営住宅法施行令第２条に規 ○公営住宅法施行令第２条に規 ○公営住宅法施行令第２条に規 ○公営住宅法施行令第２条に規 ○公営住宅法施行令第２条に規 ○公営住宅法施行令第２条に規 ○公営住宅法施行令第２条に規 ○公営住宅法施行令第２条に規

   程する方法により算出した額    程する方法により算出した額    程する方法により算出した額    程する方法により算出した額    程する方法により算出した額    程する方法により算出した額    程する方法により算出した額    程する方法により算出した額    程する方法により算出した額

○特定優良賃貸住宅の供給の促 ○特定優良賃貸住宅の供給の促 ○特定優良賃貸住宅の供給の促

　 進に関する法律施行規則第２０ 　 進に関する法律施行規則第２０ 　 進に関する法律施行規則第２０

　 条により算定した額 　 条により算定した額 　 条により算定した額

○有料（団地毎に設定） ○無料 ○無料 ○有料（平成4年度建築分から） ○無料 ○無料 ○無料 ○無料 ○有料（御駒堂）

  27,740円～23,725円／年額 　　　　　　　　　1,000円／月額 １，０００円／月額

○現に同居し、又は同居しようと ○現に同居し、又は同居しようと ○現に同居し、又は同居しようと ○現に同居し、又は同居しようと ○現に同居し、又は同居しようと ○現に同居し、又は同居しようと ○現に同居し、又は同居しようと ○現に同居し、又は同居しようと ○現に同居し、又は同居しようと

   する親族があること。その世帯    する親族があること。その世帯    する親族があること。その世帯    する親族があること。その世帯    する親族があること。その世帯    する親族があること。その世帯    する親族があること。その世帯    する親族があること。その世帯    する親族があること。その世帯

   の収入が一定の限度額を超え    の収入が一定の限度額を超え    の収入が一定の限度額を超え    の収入が一定の限度額を超え    の収入が一定の限度額を超え    の収入が一定の限度額を超え    の収入が一定の限度額を超え    の収入が一定の限度額を超え    の収入が一定の限度額を超え

　 ないこと。現に住宅に困窮して 　 ないこと。現に住宅に困窮して 　 ないこと。現に住宅に困窮して 　 ないこと。現に住宅に困窮して 　 ないこと。現に住宅に困窮して 　 ないこと。現に住宅に困窮して 　 ないこと。現に住宅に困窮して 　 ないこと。現に住宅に困窮して 　 ないこと。現に住宅に困窮して

   いること。    いること。町内から保証人が立    いること。保証人が立つこと。    いること。町内から保証人が立    いること。町内から保証人が立    いること。町内から保証人が２    いること。町内から保証人が立    いること。町内から保証人が立    いること。町内から保証人が立

   つこと。税の滞納者でない者。    つこと。税の滞納者でない者。    つこと。税の滞納者でない者。   名立つこと。    つこと。    つこと。    つこと。

   １名で入居する場合は、５０歳

　 以上の者。

０．７ ０．７ ０．７ ０．７ ０．７ ０．７ ０．７ ０．７ ０．７
○１１団地内訳 ○７団地内訳 ○３団地内訳 ○５団地内訳 ○３団地内訳 ○５団地内訳 ○５団地内訳 ○１団地内訳 ○4団地内訳
　　源光住宅（０．９０） 　　原畑団地（０．９２） 　　上町裏団地（０．９、０．９６） 　　五輪団地（０．９７） 　鹿島館団地（０．７） 　　下山団地（０．７２） 原団地（０．８９） 有壁団地（０．７） 貝の堀団地（０．８５）
　　薬師台住宅（０．８４） 　　川原団地（０．９８） 　　上野団地（０．９） 　　二ツ井戸団地（０．９６） 　鶴町団地（0.8533～0.8933） 　　下山第二団地（0.83、0.86） 秋法団地（０．９７） 貝の堀団地（０．９５）
　　伊豆町住宅（０．９０） 　　塚原団地（０．９５） 　　大鳥団地（０．８６、０．７） 　　佐野丁団地（０．８６） 　清水平館団地（１．０） 　　長者原西団地（０．９６） 堰根団地（０．９５） 館輪団地（０．７０）
　　新田住宅（０．８４） 　　新堤下団地（１．０） 　　中の茎団地（０．７０） 　　長者原東団地（１．００） 宿川原団地（１．００） 大谷地団地（０．９０）
　　土橋住宅（０．７１） 　　十文字団地（０．９９） 　　東館団地（０．９０） 　　長者原南団地（１．００） 柳沢団地（０．９６） 御駒堂団地（０．９７）
　　遠ノ木住宅（０．８１） 　　十文字第２団地（０．９９）
　　下待井住宅（０．７１）
　　久伝住宅（０．７１）
　　薬師住宅（０．８３）
　　新田東住宅（０．８４）
　　厚生住宅（０．７０）
○振興計画に基づく ○振興計画に基づく ○振興計画に基づく ○振興計画に基づく ○過疎地域自立促進計画 ○振興計画に基づく ○振興計画に基づく ○振興計画に基づく ○過疎地域自立促進計画
   ・平成１４年度～平成１７年度    ・平成１９年度    ・平成１７年度建替調査予定    ・平成１６年度～平成１９年度    ・平成１６年度     ・平成１４年度～平成１８年度    ・平成１９年度～平成２２年度    ・平成１６年度～平成２１年度    ・平成１６年度

   　　　　　　　２１戸建替予定       特定公共賃貸住宅２１戸建替予定 公営住宅６４戸建替予定 鹿島館住宅建替設計委託 長者原公営住宅８戸建設予定 公営住宅１０戸建設予定 公営住宅２５戸建設予定 公営住宅２戸建設予定

　 ・平成１８年度～平成２５年度    ・平成２０年度～２１年度    ・平成１７年度から平成１８年度     ・平成１８年度～平成２２年度

   　　　　　　　４０戸建替予定      公営住宅２０戸建替予定 一般住宅２０戸建設予定 下山団地３５戸建替予定

   ・平成２２年度～２３年度 シルバー住宅１０戸建設予定

     公営住宅４０戸建替予定

○平成１５年度に策定予定 ○平成１６年度に策定予定 未策定 未策定 ○平成１５年度策定予定 未策定 ○平成１８年度策定予定 未策定 未策定
○家賃算定方法 　　　　　　　　　　　　　（単位；円）
公営住宅法施行令（抜粋） 家賃算定基礎額
（家賃の算定方法） ３７，１００

４５，０００
５３，２００
６１，４００
７０，９００
８１，４００
９４，１００

　　　　　　　１０７，７００

　　　　⑩公営住宅に係る新規事業については、新市において推進する。

（参　　考）
８、ストック活用計画

２、家賃算定方式

３、駐車料金

１、住宅の現状

６、利便性係数

７、住宅建設計画

４、入居資格

栗原地域合併協議会の調整方針
専門部会名（　建設　部会）　　分科会（　公営住宅　分科会）　№-1

協　　定　　項　　目 　　公営住宅事業　建設関係事業

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

５、町村立地係数

調整方針・調整内容

協　議　項　目

　　 ⑦住宅使用料、住宅内駐車料金共に、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

　　 ⑧新市における新規入居者にかかる資格要件については、合併時までに統一する。　　　

　　 ⑨公営住宅の老朽化に伴う、改善・改修及び建替えの維持保全計画（ストック活用計画）については、新市において策定する。

   定する標準値の同法第６条の規定による公示価格その他の土地の価格を勘案して０．７以上
   １．６以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村

②当該公営住宅の床面積の合計（共同住宅にあっては、共同部分の床面積を除く。）を７０㎡
で

第２条　公営住宅法第１６条第１項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額
に
  次に掲げる数値を乗じた額（当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、
  近傍同種の住宅の家賃の額）とする。
①公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法第２条第１項に規

１７８，０００円を超え２００，０００円以下の場合
２００，０００円を超え２３８，０００円以下の場合
２３８，０００円を超え２６８，０００円以下の場合

　 うち、当該公営住宅にかかるもの。（１－経過年数×法で定める率｛木造0.0117・その他0.0114｝）

④事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の
　 当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.7以上1以下で定める数値。
２前項の家賃算定基礎額は、右の表の左欄各号に定める入居者の収入の区分に応じてそれ
ぞ
  れ右欄各号に定める額とする。
家賃計算式
家賃=(家賃算定基礎額）×（町村立地係数）×（規模係数）×（経過年数係数）×（利便数係
数）

入　　居　　者　　の　　収　　入

１２３，０００円以下の場合
１２，３０００円を超え１５３，０００円以下の場合
１５３，０００円を超え１７８，０００円以下の場合

　 除した数値

　 に係るもの

※月収＝（前年収入額－控除額）÷１２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　③　　　　　　　　　　④ ２６８，０００円を超え３２２，０００円以下の場合
３２２，０００円を超える場合

平成13年度の家賃算定基礎額③公営住宅の構造ごとに建設時から経過年数に応じて１以下で国土交通大臣が定める数値の



参考資料　１

団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円） ○公営住宅 団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円）
源光 10 平５～平６ １９，４００～５９，４００ 団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円） 大鳥 19 昭３８～平８ ２，３００～３０，０００
薬師台 10 平６～平７ １９，２００～５９，６００ 原畑 12 昭２８～昭２９ ６，４００～１０，６００ 上町裏 74 昭３９～平２ ５，８００～３２，８００
伊豆町 24 昭２８～昭２９ 　６，１００～１２，０００ 川原 47 昭５０～昭５５ １０，２００～２２，１００ 上野 8 平５ １９，３００～２７，８００
新田 18 平７～平９ ２０，０００～６４，４００ 塚原 22 昭５７ １７，１００～２８，４００
土橋 20 昭３２～昭３３ 　１，４００～　５，３００ 新堤下 10 平３ ２１，４００～３５，５００ 合計団地数 合計戸数
遠ノ木 10 平３～平４ １６，５００～５０，１００ 十文字 14 平５～平６ ２２，６００～３８，１００ ３団地 101
薬師 15 平１０～平１３ ２２，３００～６７，４００ 十文字第２ 8 平７ ２５，５００～４２，２００
下待井 20 昭３５ 　１，７００～　６，２００ ○特定公共賃貸住宅
久伝 10 昭６２ １３，７００～３９，９００ 団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円）
新田東 4 平１４ １８，８００～４９，７００ 古川 20 平１３ ４２，０００～５１，０００
厚生 2 昭３５ 　１，７００～　５，０００ ○町単独住宅

団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円）
合計団地数 合計戸数 川原 1 平８ １３，３００～２２，１００

１１団地 143
合計団地数 合計戸数

８団地 134

○公営住宅 ○公営住宅 団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円）
団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円） 団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円） 下山 35 昭４６～昭４９ ５，７００～２１，０００

五輪 92 昭４５～平１４ 　４，６００～３９，５００ 清水平館 18 平１２～平１４ ２４，１００～４７，０００ 下山第２ 16 昭５７～平４ １４，５００～２９，８００
東館 20 昭４９～昭５０ １０，３００～１７，３００ 鹿島館 20 昭４０ ４，６００～　８，８００ 長者原東 11 平９～平１２ ２５，８００～４６，１００
佐野丁 8 昭３７ 　２，７００～　４，５００ 鶴町 34 昭４８～平７ ９，６００～２３，４００ 長者原西 8 昭６３ １７，３００～２８，６００
二つ井戸 20 昭４１ ２０，０００～６４，４００ ○特定公共賃貸住宅 長者原南 2 平１４ ２８，５００～４７，２００
中の茎 36 昭５２～昭５５ １０，1００～１７，2００ 団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円）
○厚生住宅 清水吹付 12 平９～平１０ ３０，０００～６５，０００ 合計団地数 合計戸数

団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円） ５団地 72
五輪 3 昭４５ 　４，１００～　６，９００ 合計団地数 合計戸数
二つ井戸 1 昭４１ １０，０００ ４団地 84

合計団地数 合計戸数
７団地 180

○公営住宅 団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円） 団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円）
団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円） 有壁 28 昭４４～昭４５ ３，６００～７，７００ 貝の堀 22 昭５１～昭５７ １２，０００～２４，２００

原 8 昭３９ 　３，０００～　３３，９００ 館輪 20 昭５３ １６，６００～４４，７００
秋法 10 昭５４ １１，４００～　４６，６００ 合計団地数 合計戸数 大谷地 15 昭５５～昭５６ １５，５００～３２，４００
秋法 4 昭５５ １１，１００～　４５，７００ １団地 28 御駒堂 20 平１４～平１５ ２１，７００～５８，８００
佐野前 5 昭５５ １１，９００～　５１，０００
堰根 10 昭５８ １４，０００～　７６，２００ 合計団地数 合計戸数
森下 25 昭６０～平５ １５，３００～　７８，４００ 77
柳沢 5 平５ １９，４００～　８８，７００
佐野 5 平６ ２１，３００～１０２，３００
宿川原 19 平３～平７ １８，４００～１２４，７００
○特定公共賃貸住宅

団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円）
宿川原 9 平７～平８ ２５，０００～５４，０００
○改良住宅

団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円）
柳沢 10 平３ ２０，０００～２３，０００
○一般町営住宅

団地名 戸数（戸） 建設年度 家賃月額（円）
原 18 不明 　５，０００～　９，０００
秋法 5 不明 　５，０００～　９，０００

合計団地数 合計戸数
１３団地 133

鴬　　沢　　町 金　　成　　町 志　　波　　姫　　町

公営住宅等家賃一覧（平成１５年４月１日現在）

築　　館　　町 若　　柳　　町 栗　　駒　　町

高　　清　　水　　町 一　　迫　　町 瀬　　峰　　町

栗原地域合併協議会
資料訂正高清水町公営住宅（公営住宅名・家賃月額）誤：二つ井戸　家賃月額20,000円～64,400円　　　↓正：二ツ井戸　家賃月額3,400円～5,600円高清水町厚生住宅（厚生住宅名）誤：二つ井戸　⇒　正：二ツ井戸H16.3.31訂正　
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－ はじめに － 

栗原地域は、東北地方の骨格をなす奥羽山脈のほぼ中央に栗駒国定公園に指定されている栗

駒山を有しています。そこから、東南に向かって金成耕土に至るまで、山岳、丘陵、平地と変

化に富んだ地形を形成し、栗駒山を源とする迫川は、二迫川、三迫川を支流とし、肥沃な耕地

を潤しています。さらには、ラムサール条約に指定されている伊豆沼、内沼があり、豊かな自

然環境に恵まれた地域です。 
栗原地域の各町村においては、それら豊かな自然環境のもと、それぞれの歴史・文化の中で、

地域資源を活かしながら個性あるまちづくりを進め、地域の振興が図られてきました。また、

早くから行政の広域的な課題に対応するため、事務の共同処理や一体的な圏域づくりも行って

きました。 
しかし、ライフスタイルの変化による住民ニーズの多様化・高度化や少子高齢化への対応、

また、急激な産業構造の変化や長引く景気の低迷による地域産業の不振問題、地球規模の環境

保全問題、地方分権が推進する中での地方自治体の基盤強化問題など、日本全体が直面してい

る諸問題は、栗原地域でも解決すべき課題となっています。 
また、栗原地域を中心とした周辺地域の市町村合併後を想定すると、東に登米地域（９町）、

南に大崎地域（１市６町）、そして北には岩手県一関地域（１市２町１村）という自治体となり

ます。他地域との地域間競争も必要とされますが、それ以上に防災対策や観光ルートの開発な

ど地域間連携を図りながら、宮城県の北玄関としての役割も課題となってきます。 
これらの問題を解決し、定住社会として安定した地域振興を図るため、町村の合併が有効な

手段として捉えます。 
本計画は、栗原地域 10 町村合併後の新市建設のためのマスタープランとして施策の方向性を

示す、まちづくりの基本的な指針となるものです。 
 
１ 合併の必要性 

（１）地方分権の推進 
これまでの行政は、中央における決定が大きな力を持ち、地方自治体における権限は限られ

ていましたが、｢地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律｣が平成 12 年 4
月に施行されるなど、地方分権への環境が整備されつつあります。 
地方分権においては、自己決定と自己責任が原則とされており、個々の自治体に政策立案と

行政判断の能力が今まで以上に求められます。また、権限が増えることにより、事務作業の分

野と事務量も増えることが見込まれます。 
これらに対応して自治体の能力を高めるためには、人材の育成と組織の拡充、事務作業の効

率化、高度情報ネットワークの構築など、多岐にわたる取組みが必要です。しかし、小規模な

組織ではこれらへの取組みや地方分権にふさわしい行政サービスの提供が困難であるため、合

併によるスケールメリットを活かした新組織での対応が必要となります。 
 

第１章 序論  
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（２）少子高齢化社会への対応 
急速に少子高齢化が進んでおり、このまま推移すれば集落が維持できなくなる可能性がある

中で、一人暮らし等の高齢者をいかに支援していくかが重要な課題となってくることも想定さ

れ、そうした課題など福祉･医療分野で増えていく住民ニーズへの対応が、これからの自治体に

求められてくると考えられます。 
そのようななかで、介護サービス等へ対応するための人員の確保、救急医療体制の充実、予

防医学の普及、高齢者の生きがいづくりなどのほか、子供も高齢者もその家族も安心して暮ら

せる地域づくりをどう実現していくかといった、高齢者福祉・医療への対応が行政の役割とし

て求められています。さらには、子ども達を地域の中でのびのびと健全に育み、将来の地域を

担う人材として育成することも、行政の大きな役割です。 
このような少子高齢化社会において、安心して暮らせる社会を構築するために、生活環境の整

備促進や福祉・医療サービスの充実、産業の振興、働く場の確保などの施策が求められます。 
 
 
（３）多様化・高度化する住民ニーズへの対応 

人々の日常生活圏がますます拡大しているなかで、生活の質の向上や価値観の多様化により、

住民の行政に対するニーズも多様化・高度化しているため、雇用、医療・福祉、教育･文化、自然

環境などの面で、より質の高い行政サービスの提供が必要とされることから、行政力の強化とと

もに、幹線道路と生活道路の整備、農林業と観光の振興政策、商工業政策などが求められていま

す。 
また、高度情報化社会が到来するなかで、情報ネットワークにより各家庭をつなぐ双方向情

報通信が普及すれば、福祉、医療、教育、情報公開などの分野で利便性の高いサービスの提供

が可能となることから、情報基盤の整備と普及、その利用による行政サービスの提供は、重要

で早急に対応しなければならない課題であります。 
これらの多様で広範なニーズに応えることは、各町村にとって負担が大きくなることから、

従来型の行政活動や、その活動を前提とした地域活動について、広域的な視点の中で一体的に

見直しを行い、同時に行政のパートナーとしての住民活動、民間活動団体など行政以外の活動

主体をクローズアップさせていく必要があります。 
 
（４）行財政基盤の強化 

日本全体をみても、国・地方を合わせた長期債務残高が、平成 14 年度末で 693 兆円（国民

１人当たり約 540 万円）に達する見込であるなど、極めて厳しい状況にあります。 
一方、地方財政においては、地方交付税制度の見直しが論議されるなど、さらに厳しい財政

運営を強いられることは必至であり、また、地方分権の推進により、多様で高度化した住民ニ

ーズに応えるべく、自治体の主体的な住民サービスの向上への取り組みなどにおいて、将来的

には小規模な町村ほど厳しい財政運営を迫られることが予想されます。 
そのような状況の中で、地方分権にふさわしい自治行政を展開するためには、行財政の基盤

を強化する必要があります。 
その方法としては、組織の効率化による経費の削減に伴う財政基盤の改善、自治体の合併に

よる行政力の強化が考えられます。 
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２ 新市建設計画策定の方針 

（１）計画の趣旨 
この計画は、新市を建設していくための基本方針を定め、これに基づく建設計画を策定し、

その実現を図っていくことにより、栗原地域 10 町村の速やかな一体化を促進して、地域の発展

と住民福祉の向上を図ろうとするものです。 

（２）計画の構成 
この計画は、新市を建設していくための基本方針、その実現のための建設計画、公共的施設

の適正配置と整備及び財政計画を中心として構成します。 

（３）計画の期間 
建設の基本方針は、21 世紀を展望した長期的な視野に立ったものとします。建設計画、公共

的施設の適正配置と整備及び財政計画は、平成 17 年度から平成 26 年度までの 10 ヵ年計画と

し、平成 17 年度から平成 21 年度までの 5 年間を前期計画、平成 22 年度から平成 26 年度まで

を後期計画とします。 

（４）その他 
■住民意向の反映 
  この計画の策定にあたっては、「まちづくり住民意向調査」や「住民ワークショップ」の結
果や「まちづくり検討委員会」での提言等、可能な限り住民意向を取り入れながら策定して
いくものとします。 

  また、行政区域が広くなることにより、いわゆる周辺部などとして懸念を持たれている地
域について、振興整備等の方策を明確にするよう取り組むものとします。 

 
■栗原地域 10 町村の総合計画との整合 

この計画は、栗原地域 10 町村の総合計画と栗原地域広域町村圏計画等の理念を吸収しなが
ら作成した「栗原地域合併将来構想」をもとに基本方針を作成し、具体的施策については、
栗原地域 10 町村の実施計画等を基に整合を図り、合併することによって必要となる施策や圏
域が一体的に取り組むべき施策について取捨選択するものとします。 

 
■事業の選択 

国・地方を通じた厳しい財政環境の中、限られた財源の重点的・効率的配分を基本的に、
有効性・効率性や緊急度・優先度等を十分検証し、新市のまちづくりに資する事業を選択す
るものとします。 

 
■ソフト面の重視 
  単にハード面の整備だけでなく、ソフト面にも重点をおいた創意工夫型の計画とします。 
 
■組織及び運営の合理化 
  行政区域が広くなる中で、多様で高度な行政ニーズへ対応していくため、行政組織の効率
化及び人員配置の再編により、新市における合理的な組織の構築と運営の強化を図ります。 

 
■財政計画 
  財政計画は、建設計画に定められた施策を計画的に実施していくため、施策の優先順位と
今後の財政見通しを明らかにするとともに、長期的展望にたって限られた財源の効率的な運
用を図るなど、適切な財政運営のために策定するものであります。歳入・歳出の項目ごとに
現況及び過去の実績を勘案しながら算定し、合併による歳出の削減効果を考慮し、普通会計
ベースで作成します。 
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１ 位置・土地利用状況 

新市は宮城県の北西部に位置し、岩手県お

よび秋田県と接しています。また、仙台圏域・

古川圏域と一関圏域を結ぶ南北の交通ルート

上にあるため、通勤・通学や消費行動などに

おいて、それらの圏域との交流は密接であり

ます。 
新市の総面積は 806.38km2 であり、宮城県

総面積(7,284.6km2)の 11.1％を占めています。

新市全体の地形は、東部では平地が多く、北西

部では森林・原野が多い傾斜地となっています。 
地目別面積をみると、栗駒山麓を中心とし

た森林・原野が約半数の 55.0％を占め、田畑

が 23.4％、その他（河川、水路、水面、道路、

その他）が 18.3％となっています。平地の多

くが田畑として利用されており、稲作を中心

とする土地利用となっています。 
新市全体の土地利用をみると、東部の平地

は田畑、住宅地、工業用地などに利用され、

北西部は国定公園や保安林などの森林・原野

が主体であり、自然が保護されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 人口:平成12年国勢調査／総務省 

面積：平成13年全国都道府県市町村別面積調査／国土地理院

農業粗生産額：2000年世界農林業センサス／農林水産省 

製造品出荷額：平成12年宮城県の工業／宮城県 

商業年間販売額：平成11年商業統計表／経済産業省 

※ 県内順位については、平成17年３月に向けて市町村合併に

取り組んでいる新市町枠組を考慮（全31市町村）（平成15

年９月現在） 

 

新 市（１０町村） 
人 口 84,947 人  （県内第５位：3.6%) 

面 積 806.38 k㎡（県内第１位：11.1%) 

農業粗生産額 2,759,000 万円（県内第３位：12.5%) 

製造品出荷額 15,177,682 万円（県内第８位： 3.9%) 

商業年間販売額 10,787,650 万円（県内第11位：0.9%) 

  

第２章 新市の概況  

20.3%
3.1%

0.5%

55.0% 2.6%

0.3%

18.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地目別面積構成比

田 畑 採草放牧地 森林・原野 住宅地 工業用地 その他

資料：平成 12 年宮城県国土利用計画管理運営資料  

新 市 
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２ 気候・歴史 

■ 気候 
 新市の気候は、全般的に内陸型気候で、平成 14 年における年間平均気温は平野部で 11.2℃、

山間部では 8.7℃と、年間を通して２℃程度の差があり、降水量は、山間部で年間 2,030 ㎜と平

野の２倍近くとなっています。 
また、積雪深においては平野部で 55 ㎝（平成 13 年１月）が最も多く、山間部では 210 ㎝（平

成 13 年３月）となっています。 
（資料：「平成１４年宮城県気象月報」、「宮城県築館土木事務所、栗原郡降雪・積雪データ」） 

■ 歴史 
新市は、迫川、二迫川、三迫川、長崎川や小山田川などたくさんの川が奥羽山脈の山岳

地帯からゆるやかな台地へと流れ河岸段丘、扇状地をつくり、旧石器時代からこの地に人々

が住んでいたことが遺跡から明らかになっています。弥生時代には、現在の基幹産業とい

うべき稲作農業が始まっています。 

奈良時代には律令政府によって、蝦夷対策の推進施設として、この地に伊治城が築城されま

した。なお、平安時代の前九年・後三年の役を経て、藤原氏の支配下となり、平安時代は、京

都と平泉を結ぶ南部街道が通っており、密接な交流や仏教信仰の様子をうかがうことがで

き、この道の存在が、平泉との関係を近づけたとも言えます。 

応仁元年には、葛西氏と大崎氏が圏域内の地頭達を巻き込んで、勢力の接点である三迫

で戦い、これ以後争乱が始まったが、仲介役を果たしたのが伊達氏です。 

時代が進み伊達藩の支配下に入り、ここは、重臣・名門が配される場所で、城下町あるいは

奥州街道の宿場町、迫川を主体とした船場町として重要な役割を果たしてきました。 

 

■ 栗原地域の変遷 

栗原地域に位置する自治体は、明治と昭和の合併で再編され、現在の 10 町村となっています。 

築館町は、町制施行により明治 29 年６月 30 日、村から町へ変更され、昭和 29 年８月 10 日、玉沢村、

宮野村、富野村と合併しています。さらに、「町村合併促進法」の廃止直前である昭和３１年８月 10 日、

栗駒町の一部が編入され、現在の築館町となっています。 

若柳町は、明治 22 年４月１日、村から町へ変更され、昭和 29 年 12 月１日、有賀村、大岡村、畑岡

村と合併しています。 

栗駒町は、昭和 30 年４月１日、岩ヶ崎町、尾松村、鳥矢崎村、文字村、栗駒村および姫松村片子沢、

姫松村宝来と合併して誕生しています。その後、昭和 31 年８月 10 日、栗駒町の一部が築館町と一迫

町へ編入されています。 

高清水町は、明治 35 年７月 15 日の町制施行によって村から町へと変わり、昭和 30 年４月 14 日、

古川市の一部が編入され現在に至っています。 

一迫町は、大正 12 年４月 10 日の町制施行により村から町へと変わり、昭和 30 年４月１日、長崎村、

金田村、姫松村王沢と合併しています。その後、昭和 31 年８月 10 日、前述のとおり、栗駒町の一部が

編入されています。 

瀬峰町は、明治22年４月１日、藤沢村と大里村の合併で誕生した藤里村が、昭和26年４月１日の町

制施行により藤里町へと変わり、同年４月２日の名称変更によって瀬峰町となっています。 

鶯沢町は、昭和 26 年４月１日の町制施行により村から町へ変更されています。 

金成町は、沢辺村、金成村、萩野村、津久毛村が昭和 30 年１月１日、合併して誕生しています。 

志波姫町は、明治の大合併により明治 22 年４月１日、姫郷村、白幡村、梅崎村が合併して生まれた

志波姫村が、昭和 40 年 1 月 1 日の町制施行によって町へと変更され、現在に至っています。 

花山村は合併を行わないまま、現在に至っています。 
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従前のとおり
金田村

金
田
村

一
迫
町

柳目村昭30.4.1合併

長
崎
村

従前のとおり
長崎村

の
一
部

栗
駒
町一

迫
町

一
迫
町

一
迫
村

昭31.8.10編入 大12.4.10町制施行 真坂村明22.4.1合併

王
沢

姫
松
村

昭30.4.1分村

姫
松
村 宝来村

一
部
一
迫
町
へ

片
子
沢

姫
松
村

宝
来

姫
松
村

栗
駒
村

沼倉村明22.4.1合併
松倉村

崎 駒崎村
村

栗
駒
町

栗
駒
町

文
字
村

昭31.8.10分町 　昭30.4.1合併 従前のとおり
文字村

八幡村

栗原村
鳥

鳥谷村矢 明22.4.1合併

大岡村

畑
岡
村

従前のとおり
畑岡村

若
柳
町

昭29.12.1合併

大
岡
村

従前のとおり

若
柳
町

若柳村

有
賀
村

明22.4.1合併 武鎗村
有賀村

明22.4.1町制施行

宮
野
村

従前のとおり
宮野村

富
野
村

従前のとおり
富野村

築
館
町

　　昭31.8.10 昭29.8.10合併

の
一
部

栗
駒
町

築
館
町

玉
沢
村

明22.4.1合併 太沢村
玉荻村

現在の町村 合　　　併　　　経　　　過 町村制施行以前

築
館
町

築
館
村

従前のとおり 築館村明29.6.30町制施行

岩 明22.4.1町制施行ヶ 岩ヶ崎村
一
部
築
館
町
へ

崎

片子沢村

王沢村
明22.4.1合併昭30.4.1分村

町
稲屋敷村尾

松
村

明22.4.1合併
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（資料）平成13年版　宮城県市町村要覧　平成13年7月

現在の町村 合　　　併　　　経　　　過 町村制施行以前

明35.7.15町制施行 清 従前のとおり 高清水村高 水 水
清 昭30.4.14編入 町 村
水

の
一
部

古
川
市

町

大里村

高 高
清

昭26.4.1町制施行 従前のとおり

藤
里
村

昭26.4.2名称変更 昭26.4.1町制施行 明22.4.1合併 藤沢村

鶯沢村

瀬
峰
町

藤
里
町

沢辺村沢
辺
村

明22.4.1合併
姉歯村

大堤村小堤

鶯
沢
町

鶯
沢
村

金
成
村

従前のとおり
金成村

金
成
町

昭30.1.1合併
有馬村

萩
野
村

明22.4.1合併 末野村
賢児村
藤渡戸村

津 明22.4.1合併 津久毛村久
毛 大堤村大原木
村

姫郷村志 志昭40.1.1町制施行 明22.4.1合併波 波

花
山
村

従前のとおり
花山村

白幡村
姫 姫

梅崎村町 村
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３ 人口・世帯数 

新市の総人口は減少傾向にあり、将来の推計人口(コーホート要因法)においても、減少が続く

と見込まれています。 
人口は、平成 2 年の 91,852 人から平成 32 年の 58,674 人に減少すると推計されています。 
また、世帯数は、昭和 60 年から平成 12 年にかけて、総人口とは異なり微増の傾向にあります。 
年齢構成は、年少人口(0～14 歳)の減少と高齢人口(65 歳以上)の増加が進み、平成 12 年の年

少人口は 13.5％でしたが、平成 32 年には 10.0％と、約４分の３に減少すると見込まれていま

す。これに対して高齢人口は、27.5％から 41.3％へ、約 1.5 倍に増加すると推計されています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：各年国勢調査 

平成 17 年以降県推計値【コーホート要因法】 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

資料：各年国勢調査 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 12 年国勢調査 

人口の推移

84,947
79,740

73,037
65,819

58,674

88,552
91,852

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成2年 7年 12年 17年 22年 27年 32年

人

世帯数の推移

23,415 23,262 23,86423,801

0

10,000

20,000

30,000

昭和60年 平成2年 7年 12年

世帯

年齢別構成比（３区分）

13.5

10.0

59.0

48.7

27.5

41.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成12年

平成32年

年少人口：0～14歳 生産年齢人口：15～64歳 高齢人口：65歳以上

平成 32 年県推計値【コーホート要因法】
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４ 産業 

（１）就業人口 
  全体的な傾向や就業人口構成は、平成 12 年のデータによると、第１次産業 17.2％、第２次

産業 35.3％、第３次産業 47.5％となっています。宮城県全体の割合と比較して、第１次産業、

第２次産業の比率が高くなっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 12 年国勢調査     

 
（２）農業 

新市は、水稲において国内有数の生産地であり、畜産の振興も図られています。減反政策の

影響や少子高齢化による後継者不足など、農業を取巻く環境は厳しいですが、花きや収益性の

ある野菜等、作付けの多様化もみられます。 

宮城県全体で新市が占める農業粗生産額の割合は 12.5％であり、農業を基幹産業とする地域

となっています。 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       平成 12年 農業粗生産額 

産業分類別人口（平成12年）

17.2

6.6

35.3

27.0

47.5

66.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新市

宮城県

１次産業 ２次産業 ３次産業

○農家戸数
単位：戸

総農家数 9,149

うち専業 978

うち第一種兼業 1,268

うち第二種兼業 6,903
資料：2000年世界農林業センサス

○農業粗生産額
単位：百万円

農業粗生産額 27,590

うち米 15,000

うち野菜花き果実 2,450

うち畜産 9,460

うちその他 680
資料：平成12年生産農業所得統計

宮城県
220,230百万円

仙台市
5.1%

大崎地域
13.2%

登米地域
13.7%

その他
55.5%

新市
12.5%
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（３）工業 

新市の産業分類別の事業所数は、食料品製造業 56 事業所、電気機械器具製造業 55 事業所、

衣服･その他の繊維製品製造業 42 事業所の順となっています。 
宮城県全体で新市が占める製造品出荷額の割合は 3.9％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   平成 12 年 製造品出荷額 

資料：平成 12 年宮城県の工業 

 
 
（４）商業 

新市の産業分類別に商店数と従業者数は、卸売業は 150 店、893 人となっています。小売業

については 1,319 店、5,133 人であり、そのうち飲食料品小売業が 522 店で約 40％を占めてい

ます。 
宮城県全体で新市が占める年間販売額の割合は 0.9％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 11 年 年間商品販売額 

宮城県
3,920,040百万円

仙台市
24.2%

その他
60.7% 大崎地域

6.5%

登米地域
4.7%

新市
3.9%

平成12年 産業分類別製造品出荷額

分　類 事業所数 製造品出荷額（万円）
食料品製造業 56 2,357,072
飲料・たばこ・飼料製造業 5 187,772
衣服・その他の繊維製品製造業 42 697,303
木材、木製品製造業 20 220,919
出版・印刷・同関連産業 14 386,524
プラスチック製品製造業 20 717,206
ゴム製品製造業 6 375,107
窯業・土石製品製造業 18 4,361,674
非鉄金属製造業 4 401,310
金属製品製造業 18 1,558,884
一般機械器具製造業 16 545,394
電気機械器具製造業 55 2,592,522
輸送用機械具製造業 7 331,415
その他の製造業 71 444,580

計 352 15,177,682

宮城県

12,579,258百万円

仙台市

78.3%

その他

17.2%

大崎地域

2.6%

登米地域

1.2%

新市
0.9%

平成11年 商業実績
単位：店、人、万円

卸売業計 小売業計 合計
商店数 150 1,319 1,469
従業員数 893 5,133 6,026
年間販売金額 3,079,770 7,707,880 10,787,650
その他の収入 99,627 231,144 330,771

　一商店当たり 15,348 5,553 6,719
　従業員一人当たり 2,652 1,406 1,613

資料：平成11年　商業統計表
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５ 交通基盤 

  交通基盤の整備状況では、平地の多い東部に仙台から一関・盛岡へと延びる主要ルートが位

置しており、高速交通網として東北新幹線くりこま高原駅および東北縦貫自動車道の築館ＩＣ、

若柳金成ＩＣが整備されています。そのうち、インターチェンジの周辺には工業用地の確保や

整備が進められています。 
  また、一般国道では国道４号、在来線ではＪＲ東北本線が並行して整備されており、地域間

の交流、結びつきを支えています。 
  本地域内の東西を結ぶ「くりはら田園鉄道」は、「くりでん」の愛称で知られ、過去に事業内

容や名称を何度か変更し、現在は通学・通院などを中心に利用されています。 
  地域内交通は、全般に自動車の利用が多く、国道４号、国道 398 号、国道 457 号を中心とし

て、県道、町村道、広域農道などが自動車交通を支えています。 
  地域内の路線バスは、栗原中央病院を中心に、各地域までのルートを運行しています。 
  このほか、東北縦貫自動車道を利用した仙台間の高速バスも運行されています。 
 

【主要交通基盤】 

 
 
 
 

 

Ｒ４５７ 

くりはら 
田園鉄道

瀬峰駅 

伊豆沼 

内沼 

築館
ＩＣ

 若柳
金成
ＩＣ

東北縦貫自動車道 

東
北
本
線

東
北
新
幹
線 

Ｒ４ 

Ｒ３９８ 

有壁駅 

石越駅 
くりこま高原駅 

至古川 

栗駒山 

至一関 
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６ 公共的施設 

 
■役場・病院・消防署・警察署等 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

役場 病院 診療所 消防署 警察署 斎園 衛生施設
築館町 2 1 - 1 1 1 -
若柳町 1 1 - - 1 - 1
栗駒町 1 1 2 - - - -

高清水町 1 - 1 - - - -
一迫町 1 - - - - - 1
瀬峰町 1 1 1 - - - -
鶯沢町 2 - 1 - - - -
金成町 2 - - - - - -

志波姫町 1 - - - - - -
花山村 1 - 1 - - - -

計 13 4 6 1 2 1 2

1 築館町役場
2 栗原中央病院
3 くりはら斎苑
4 築館消防本部・築館消防署
5 築館合同庁舎（県）
6 築館警察署（県）
7 若柳町役場
8 国民健康保険病院
9 栗原郡衛生処理組合
10 若柳警察署（県）
11 栗駒町役場
12 国民健康保険病院
13 国民健康保険病院文字診療所
14 耕英へき地診療所
15 高清水町役場
16 国民健康保険診療所
17 一迫町役場
18 栗原クリーンセンター
19 瀬峰町役場
20 国民健康保険診療所
21 県立循環器・呼吸器病センター
22 鶯沢町役場
23 鶯沢町役場　細倉出張所
24 国民健康保険鶯沢町診療所
25 金成町役場
26 金成町役場　萩野支所

志波姫町 27 志波姫町役場
28 花山村役場
29 国民健康保険診療所

金成町

花山村

高清水町

一迫町

瀬峰町

鶯沢町

築館町

若柳町

栗駒町
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栗駒町 

金成町 

鶯沢町 

花山村 
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高清水町 
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築館町 



13  

 
 
■教育施設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

398 

栗駒町 

金成町 

鶯沢町 

花山村 

一迫町 

築館町 
志波姫町 

瀬峰町 

若柳町 

高清水町 
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457 
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東
北
本
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東
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縦
貫
自
動
車
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４ 
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４ 

40 

80 78 

79 

33 

51 49 

52 

53 

35 42 

64 63 

61 62 

31 
37 

36 30 
34 

41 

43 
39 32 

69 

68 

72 
66 

67 

70 

71 

18 22 

19 23 
28 

21 17 26 

27 

24 

20 
25 

74 75 
76 

６ 

10 
１ 
12 

５ 

11 ８ 

３ 
７ 

４ ９ 

50 48 
55 

54 

38 

46 
45 

47 59 
57 

58 

77 

２ 

82 

81 

73 

56 

65 

44 

29 

14 

16 

13 

60 

15 

幼稚園 小学校 中学校 高等学校 大学 養護学校 給食ｾﾝﾀｰ 教育施設
築館町 4（私立1） 4 1 1 1 3 - -
若柳町 4（私立1） 5 1 1 - - 1 -
栗駒町 6 7 1 1 - - - -

高清水町 1 1 1 - - - - -
一迫町 2 4 1 1 - - 1 -
瀬峰町 1 1 1 1 - - - -
鶯沢町 1 1 1 1 - - 1 -
金成町 1 5 1 - - 1 - -

志波姫町 1 1 1 - - - 1 -
花山村 1 1 1 - - - - 2

計 24 30 10 6 1 4 4 2

1 築館幼稚園
2 玉沢幼稚園
3 宮野幼稚園
4 富野幼稚園
5 築館小学校
6 玉沢小学校
7 宮野小学校
8 宮野小学校栗原中央病院分校
9 富野小学校
10 築館中学校
11 築館中学校栗原中央病院分校
12 聖マリア幼稚園（私立）
13 けやき教室
14 築館高校（県）
15 築館女子高校（県）
16 東北職業能力開発大学（国）
17 若柳幼稚園
18 有賀幼稚園
19 大岡幼稚園
20 畑岡幼稚園
21 若柳小学校
22 有賀小学校
23 大岡小学校
24 大目小学校
25 畑岡小学校
26 若柳中学校
27 学校給食センター
28 よしの幼稚園（私立）
29 迫桜高校（県）
30 岩ヶ崎幼稚園
31 栗駒幼稚園
32 尾松幼稚園
33 文字幼稚園
34 鳥矢崎幼稚園
35 宝来幼稚園
36 岩ヶ崎小学校
37 栗駒小学校
38 栗駒小学校耕英分校
39 尾松小学校
40 文字小学校
41 鳥矢崎小学校
42 宝来小学校
43 栗駒中学校
44 岩ケ崎高校（県）

築館町

若柳町

栗駒町

45 高清水幼稚園
46 高清水小学校
47 高清水中学校
48 一迫幼稚園
49 金田幼稚園
50 一迫小学校
51 金田小学校
52 長崎小学校
53 姫松小学校
54 一迫中学校
55 学校給食センター
56 一迫商業高校（県）
57 瀬峰幼稚園
58 瀬峰小学校
59 瀬峰中学校
60 築館高校瀬峰分校（県）

高清水町

一迫町

瀬峰町

61 鶯沢幼稚園
62 鶯沢小学校
63 鶯沢中学校
64 学校給食共同調理場
65 鶯沢工業高校（県）
66 金成幼稚園
67 金成小学校
68 沢辺小学校
69 津久毛小学校
70 萩野第二小学校
71 萩野小学校
72 金成中学校
73 金成養護学校（県）
74 ふたば幼稚園
75 志波姫小学校
76 志波姫中学校
77 栗原南部学校給食センター
78 花山幼稚園
79 花山小学校
80 花山中学校
81 森林科学館（県）
82 花山少年自然の家

金成町

志波姫町

花山村

鶯沢町
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■高齢者・障害者福祉施設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者福祉施設 障害者福祉施設
築館町 8 2
若柳町 6 1
栗駒町 6 1

高清水町 4 -
一迫町 5 1
瀬峰町 4 1
鶯沢町 3 -
金成町 5 2

志波姫町 4 -
花山村 3 -

計 48 8

35 デイサービスセンター（きらり館内）
36 在宅介護支援センター（きらり館内）
37 精神障害者共同作業所　はこべ作業所（きらり館内）
38 特別養護老人ホーム　白鳥苑
39 介護老人保健福祉施設　藤の里（H16．4開業予定）
40 デイサービスセンター
41 在宅介護支援センター
42 老人福祉センター
43 デイサービスセンター（やすらぎセンター内）
44 在宅介護支援センター（やすらぎセンター内）
45 精神障害者小規模作業所(やすらぎセンター内)
46 デイサービスセンター（まりあの家内）
47 老人保健施設　　シエスタ
48 グループホーム　　まりあの家
49 知的障害者入所・通所施設　　プロメッサ
50 デイサービスセンター
51 在宅介護支援センター
52 特別養護老人ホーム　千葉福寿園
53 グループホーム　　しわひめ
54 高齢者生活福祉センター　湖畔の郷
55 在宅介護支援センター（湖畔の郷内）
56 デイサービスセンター（湖畔の郷内）

金成町

志波姫町

花山村

瀬峰町

鶯沢町
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栗駒町 

金成町 
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１－1
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７ ８ ９ 

２ １ 

20 24 
22 23 

49 

43 44 45 

46 48 

47 

12 14 

15 17 

13 11 

16 

21 

50 51 

52 

35 36 37 

38 

53 

34 

39 1 デイサービスセンター
2 在宅介護支援センター
3 高齢者福祉センター
4 精神障害者小規模作業所　どんぐり作業所
5 障害者通所施設　はげましホーム
6 老人保健施設　高森ロマンホーム
7 特別養護老人ホーム　いちょうの里
8 グループホーム　ぎんなん荘
9 グループホーム　　ふきのとう
10 ケアハウス　栗の実
11 精神障害者共同作業所（たんぽぽ共同作業所）
12 デイサービスセンター
13 在宅介護支援センター
14 特別養護老人ホーム　若藤園
15 老人保健施設　　グレイスガーデン
16 グループホーム　　ＳＡＫＵＲＡ
17 グループホーム　まいはあと
18 デイサービスセンター
19 高齢者地域福祉施設　　さんさんドリーム
20 在宅介護支援センター
21 高齢者コミュニティセンター
22 福祉作業所　三島希望の家
23 精神障害者小規模作業所　駒草ハウス（福祉作業所内）
24 特別養護老人ホーム　愛光園
25 保健福祉センター（ほっと館）
26 在宅介護支援センター
27 高齢者ふれあいセンター（外沢田）
28 高齢者ふれあいセンター（善光寺）
29 老人福祉センター
30 高齢者生活福祉センター（通所介護部門、デイサービス部門、居住部門）
31 特別養護老人ホーム　山王
32 ケアハウス　　山王
33 グループホーム　　こもれびの家
34 精神障害者小規模作業所（母子健康センター内）

築館町

若柳町

栗駒町

高清水町

一迫町
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■保健・児童福祉施設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所 支援センター 児童福祉施設 保健福祉施設
築館町 3 1 1 -
若柳町 2 1 1 -
栗駒町 2 - - -

高清水町 1 1 1 -
一迫町 1 1 - 1
瀬峰町 1 - - 2
鶯沢町 1 - - 1
金成町 3 - - 1

志波姫町 1 - 1 1
花山村 - - - 1

計 15 4 4 7

1 東保育所
2 西保育所
3 北保育所
4 子育て支援センター（西保育所併設）
5 はげまし学園
6 川北保育所
7 川南保育所
8 母子寮
9 子育て支援センター（川北保育所併設）
10 岩ヶ崎保育所
11 中野保育所
12 高清水町保育園（幼稚園併設）
13 児童館
14 子育て支援センター（保育園併設）
15 一迫町保育所
16 子育て支援センター（保育所併設）
17 母子健康センター
18 瀬峰町保育所
19 保健センター（きらり館）
20 農林漁家高齢者センター
21 鶯沢町保育所
22 母子健康センター
23 金成保育所
24 萩野保育所
25 沢辺保育所
26 地域福祉総合ケアセンター(やすらぎセンター)
27 志波姫町立保育所
28 志波姫町立児童館
29 保健センター（この花さくや姫プラザ）

花山村 30 保健センター

金成町

志波姫町

高清水町

一迫町

瀬峰町

鶯沢町

築館町

若柳町

栗駒町
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■産業・観光施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業施設 観光施設
築館町 1 -
若柳町 1 -
栗駒町 2 7

高清水町 - 1
一迫町 1 2
瀬峰町 - 2
鶯沢町 - 1
金成町 - 1

志波姫町 1 4
花山村 1 7

計 7 25

  

398 

栗駒町 

金成町 

鶯沢町 

花山村 

一迫町 

築館町 
志波姫町 
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26 

29 

27 

28 

31 

30 

32 

24 

築館町 1 有機肥料センター
若柳町 2 多目的研修センター

3 農林水産物直売所（愛藍人・文字）
4 新林業構造改善事業施設（高原創造センター）
5 畜産資料展示施設（栗駒高原ファームパル）
6 商店街活性化施設（みちのく風土館）
7 いこいの村栗駒
8 温泉保養施設（ハイルザーム栗駒）
9 町営駒の湯キャンプ場
10 町営駒の湯スキー場
11 栗駒高原オートキャンプ場

高清水町 12 市民貸農園（ふれあいﾗﾝﾄﾞ　いずみ）
13 地域産物展示販売施設（あやめの里）
14 牛渕特産物直売センター（奥のよりみち）
15 農村婦人の家
16 農産物直売所（菜っちゃんハウス）
17 五輪堂山公園

鶯沢町 18 細倉マインパーク
金成町 19 保養センター（金成延年閣）・屋内ゲートボール場

20 くりはら交流プラザ（観光物産館）
21 カリヨン公園
22 農村婦人の家
23 農産物直売所（彩菜ハウス姫っこ）
24 農産物直売所（たんぽぽ）
25 花山青少年旅行村
26 花山温泉　温湯山荘
27 花山村寒湯番所跡
28 千葉周作ゆかりの家
29 地域産物展示販売施設（湖畔のみせ旬彩）
30 ミズバショウ公園
31 道の駅路田里はなやま（自然薯の館）
32 農山村交流センター（ふるさと交流館）

栗駒町

志波姫町

花山村

一迫町

瀬峰町



17  

 
 

■スポーツ・文化施設・コミュニティ施設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ施設 文化施設
築館町 4 7
若柳町 3 8
栗駒町 7 5

高清水町 1 3
一迫町 3 8
瀬峰町 1 2
鶯沢町 3 8
金成町 3 8

志波姫町 2 3
花山村 - 2

計 27 54

1 町立図書館
2 白鳥省吾記念館
3 伊藤記念館
4 勤労者体育センター
5 総合運動公園
6 多目的競技場
7 Ｂ＆Ｇ海洋センター
8 出土文化財管理センター
9 サンクチュアリセンターつきだて館
10 栗原文化会館
11 農村環境改善センター(ふるさとセンター）
12 総合文化センター(ドリーム パル)
13 総合体育館(アスパルわかやなぎ)
14 郷土資料館
15 野球場
16 有賀運動公園
17 伊豆沼ウェットランド交流館
18 伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター
19 中央公民館
20 有賀公民館兼コミュニティセンター
21 畑岡公民館
22 大岡公民館
23 文字郷土文化保存伝習館
24 栗駒町総合体育館
25 栗駒町町民プール
26 栗駒町民武道館
27 栗駒町総合運動公園
28 栗駒町庭球場
29 栗駒勤労者体育センター(栗駒球場）
30 サン･スポーツランド栗駒（多目的グラウンド）
31 栗駒伝統文化の伝承館（みちのく伝創館）
32 栗駒町公民館
33 活性化センター・芋埣（宝来の里）
34 農民健康増進センター
35 生涯学習館（You遊21）
36 高清水体育センター
37 高清水町公民館
38 コミュニティセンター

高清水町

築館町

若柳町

栗駒町

39 一迫町民柔剣道場
40 山王考古館
41 埋蔵文化財センター（山王ろまん館）
42 町民野球場
43 庭球場・多目的広場
44 中央公民館
45 金田公民館
46 長崎公民館
47 姫松公民館
48 活性化センター
49 農村環境改善センター
50 町民総合運動場・トレーニングセンター・柔剣道場
51 瀬峰町公民館
52 農村環境改善センター（テアリホール）
53 鉱山資料館
54 郷土資料館
55 鴬沢体育館
56 町民水泳プール
57 細倉体育館
58 鶯沢町公民館
59 鶯沢町公民館北郷分館
60 鶯沢町公民館細倉分館
61 多目的研修センター
62 振興センター
63 就業改善センター

一迫町

瀬峰町

鶯沢町

64 歴史民俗資料館
65 体育センター
66 運動公園（ゆうゆうグランド､わんぱく広場）
67 健康広場（野球場、陸上競技場、テニスコート）
68 過疎地域総合センター（けやき会館）
69 生涯学習センター・中央公民館
70 金成公民館
71 津久毛公民館
72 萩野公民館
73 野外活動センター
74 農村環境改善センター
75 志波姫町運動公園
76 志波姫町体育センター
77 くりはら交流プラザ（アクアエリア）
78 志波姫町公民館
79 農村環境改善センター（この花さくや姫プラザ）
80 花山村公民館
81 草木コミュニティセンター

金成町
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